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令和２年５月２８日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成３０年（ワ）第６０２９号 意匠権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 令和２年３月２日 

判    決 

原       告  株式会社バッファロー 5 

同訴訟代理人弁護士  山  田  威 一 郎 

同          松 本 響 子 

同          柴 田 和 彦 

同訴訟代理人弁理士  松 井 宏 記 

同補佐人弁理士    鈴 木 行 大 10 

 

旧商号 MARSHAL株式会社 

被       告  FFF SMART LIFE CONNECTED株式会社 

同訴訟代理人弁護士  萬  幸 男 

同補佐人弁理士    水 野 勝 文 15 

同          井 出  真 

同          須 澤  洋 

主    文 

   １ 被告は，別紙物件目録記載の製品を製造し，販売し，輸出し，若しくは

輸入し，又は販売の申出をしてはならない。 20 

２ 被告は，別紙物件目録記載の製品を廃棄せよ。 

３ 被告は，原告に対し，３５２８万１３８２円及びうち別紙「損害一覧表

（裁判所の認定）」の「原告の損害額」欄記載の各金員に対する「起算日」欄記載

の各日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   ４ 原告のその余の請求を棄却する。 25 

   ５ 訴訟費用は，これを３分し，その２を被告の負担とし，その余を原告の
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負担とする。 

６ この判決は，第３項に限り，仮に執行することができる。 

事実及び理由 

第１ 請求 

 １ 主文第１項及び第２項と同旨 5 

２ 被告は，原告に対し，５４０７万０８５７円及びうち以下の各項記載の金員

に対する同記載の日付から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 (1) 金１０９万３９９１円に対する平成２９年６月３０日から 

(2) 金７５万２１３０円に対する平成２９年７月３１日から 

(3) 金９９万０８３２円に対する平成２９年８月３１日から 10 

(4) 金１６０万５９０９円に対する平成２９年９月３０日から 

(5) 金９０万６０４６円に対する平成２９年１０月３１日から 

(6) 金１８５万８５５９円に対する平成２９年１１月３０日から 

(7) 金２５７万６９６６円に対する平成２９年１２月３１日から 

(8) 金１６１万７５６４円に対する平成３０年１月３１日から 15 

(9) 金２４２万００５１円に対する平成３０年２月２８日から 

(10) 金３２８万１７９７円に対する平成３０年３月３１日から 

(11) 金２５７万７２８５円に対する平成３０年４月３０日から 

(12) 金２３９万１２４８円に対する平成３０年５月３１日から 

(13) 金２５２万２２８５円に対する平成３０年６月３０日から 20 

(14) 金２６８万１４４５円に対する平成３０年７月３１日から 

(15) 金２２６万９９３９円に対する平成３０年８月３１日から 

(16) 金３４０万９２８９円に対する平成３０年９月３０日から 

(17) 金２５０万５７４６円に対する平成３０年１０月３１日から 

(18) 金２９５万９７９７円に対する平成３０年１１月３０日から 25 

(19) 金３７１万７３５６円に対する平成３０年１２月３１日から 
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(20) 金１９０万４９２３円に対する平成３１年１月３１日から 

(21) 金２３７万８４０５円に対する平成３１年２月２８日から 

(22) 金３０９万４８９２円に対する平成３１年３月３１日から 

(23) 金２０７万１３９２円に対する平成３１年４月３０日から 

(24) 金１８９万４０８１円に対する令和元年５月３１日から 5 

(25) 金５８万８９２９円に対する令和元年６月７日から 

第２ 事案の概要等 

 １ 本件は，意匠に係る物品を「データ記憶機」とする意匠権（以下「本件意匠

権」といい，その意匠を「本件意匠」という。）を有する原告が，被告の製造，販

売に係る別紙物件目録記載のデータ記憶機（以下，併せて「被告製品」といい，同10 

別紙１～４記載の各製品をそれぞれ「被告製品１」などという。）及びそのケース

の意匠は本件意匠に類似するなどとして，被告に対し，本件意匠権に基づき，被告

製品の製造，販売等の差止め（意匠法３７条１項）及び被告製品の廃棄（同条２項）

を請求するとともに，上記各行為につき，本件意匠権侵害の不法行為（民法７０９

条）に基づく損害賠償金及びこれに対する不法行為の日ないしその後の日から支払15 

済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。 

なお，上記不法行為に基づく損害賠償請求につき，原告は，意匠法３９条２項に

基づき算定した場合（損害額の推定覆滅がされる場合は，覆滅部分につき更に同条

３項）と同条３項に基づき算定した場合のうち，より大きな金額となるものを損害

額とする旨主張する。 20 

 ２ 前提事実（証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお，本判

決において書証を掲記する際には，枝番号の全てを含むときはその記載を省略する

ことがある。） 

(1) 当事者 

  ア 原告は，デジタル家電及びコンピュータ周辺機器の開発，製造，販売及25 

びデータ復旧サービスを業とする法人である。 
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  イ 被告は，パソコン，パソコンパーツ及びパソコン関連商品の企画，開発

及び販売並びにパソコン関連プロダクトデザインの企画，設計及び製作を業とする

法人である。 

 (2) 本件意匠権 

原告は，以下の意匠権（本件意匠権）を有する。 5 

 登録番号    第１４０９２１４号 

 出願日     平成２２年８月３日 

  登録日     平成２３年２月１０日 

 意匠に係る物品 データ記憶機 

図面      別紙「本件意匠の図面」のとおり 10 

(3) 被告製品の製造，販売等  

  ア 遅くとも平成２９年６月以降における被告製品及びそのケースに関する

取引の流れは，以下のとおりである。 

被告は，被告製品のケースのデザインを決定し，そのケースをケース製造業者に

委託して製造し，その全数量をフィールドスリー株式会社（以下「フィールドスリ15 

ー」という。）に対して販売する。 

フィールドスリーは，そのケースに，ハードディスクドライブ（HDD）メーカー

から仕入れたHDD等のパーツを組み込み，外付け型HDD製品として完成させ，その

全数量を被告に対して販売する。 

被告は，フィールドスリーから仕入れた被告製品を楽天，アマゾン等のインター20 

ネット通販モールで自ら販売するとともに，フィールドスリーに対して販売する。 

通販モールでの販売分については，通販モール業者が，エンドユーザからの注文

に応じて回収した代金から販売手数料を控除した残額を被告に支払う。 

フィールドスリーへの販売分については，同社が，株式会社ノジマ（以下「ノジ

マ」という。），アプライド株式会社（以下「アプライド」という。）及び株式会25 

社MOASTORE（以下「MOASTORE」という。）に対して転売する。 
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ノジマ，アプライド及びMOASTOREは，それぞれ，これらをプライベートブラ

ンド製品として販売する（別紙物件目録２～４記載の型番はフィールドスリーが付

したものである。また，ノジマへの販売分が被告製品２に，アプライドへの販売分

が被告製品３に，MOASTOREへの販売分が被告製品４に相当する。）。 

  イ 被告製品１～４の形態は，それぞれ別紙被告製品説明書のとおりであり，5 

同一である（以下，被告製品の意匠を「被告意匠」という。）。 

   ウ 被告製品は，本件意匠に係る物品である「データ記憶機」に相当する。

すなわち，被告意匠に係る物品と本件意匠に係る物品は同一である。 

  (4) 原告による原告製品の製造，販売 

  原告は，本件意匠の意匠登録出願後，本件意匠の実施品として，データ記憶機10 

（現在販売中のものは，｢HD-LBU3/YD｣，｢HDX-LSU2/VC｣及び｢HD-LXU3D｣の

各シリーズである。｢HD-LBU2｣，｢HD-LBU3/YC｣，｢HD-LBU3｣，｢HD-LBU3-C｣，

｢HDX-LSU2/V｣，｢HD-LXU3C｣及び｢HD-LXU3｣の各シリーズは，販売を終了して

いる。以下，これらを併せて「原告製品」という。）を製造，販売した。なお，原

告製品の形態は，別紙原告製品説明書のとおりである。 15 

３ 争点 

(1) 本件意匠と被告意匠の類否（争点１） 

(2) 被告製品のケースの製造，販売による侵害の成否（争点２） 

(3) 原告の損害の有無及び額（争点３） 

第３ 争点に関する当事者の主張 20 

１ 争点１（本件意匠と被告意匠の類否） 

（原告の主張） 

 (1) 本件意匠の構成態様 

本件意匠の構成態様は，別紙「本件意匠の構成態様」の「原告の主張」欄記載

のとおりである（併せて，別紙「本件意匠の構成の説明図」も参照）。 25 

基本的構成態様とは，意匠を大つかみに捉えた際の骨格的態様であるところ，本
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件意匠は縦置きされることを主としてデザインされたものであること，購入時に需

要者が注目して観察するのは使用時に目につきやすい箇所であり，縦置きを主とし

て観察することに鑑みると，側面の底面側及び背面側並びに正面の底面側の構成は

基本的構成態様とされるべきではない。 

  (2) 被告意匠の構成態様 5 

被告意匠の構成態様は，別紙「被告意匠の構成態様」の「原告の主張」欄記載

のとおりである（併せて別紙「被告意匠の構成の説明図」も参照）。 

(3) 本件意匠と被告意匠の共通点，差異点 

ア 共通点 

本件意匠と被告意匠は，基本的構成態様(A1)～(C1)と(a1)～(c1)が共通してい10 

るほか，具体的構成態様(H1)及び(I1)と(h1)及び(i1)も共通している。 

なお，本件意匠の基本的構成態様(B1)の前段の構成を(B2)のように捉えたとして

も，被告製品は，平面及び正面にのみ鏡面加工が施されており，側面，背面及び底

面とは質感を異にするから，なお本件意匠と被告意匠とは上記構成に係る基本的構

成態様を共通にする。 15 

 イ 差異点 

本件意匠と被告意匠は，基本的構成態様において差異点はない。 

具体的構成態様の差異点は，(D1)～(G1)及び(J1)～(L1)と(d1)～(g1)及び(j1)～(l1)

である。 

(4) 本件意匠の要部 20 

ア 意匠は全体が有機的なつながりをもって結合されたものであり，各形態

を個別に評価することは妥当でないところ，本件意匠の基本的構成態様(A1)～(C1)

を全て有する公知意匠は存在しない。また，基本的構成態様(C1)は，本件意匠の輪

郭形状を構成する要素であり，本件意匠に係るデータ記憶機を縦置きにして，真上

又は斜め上から見た場合に明確に視認できる形状である。 25 

 したがって，本件意匠の要部は基本的構成態様(A1)～(C1)を兼ね備えた形状にあ
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る。 

   イ 被告は，後記乙１意匠～乙６意匠の存在を指摘して，基本的構成態様

(A1)～(C1)は本件意匠の要部になり得ないと主張する。 

しかし，乙１意匠～乙６意匠には，いずれもプレートと呼ぶべき部分は存在せず，

また，平面から正面へと繫がる角が側面視円弧上に湾曲し，平面から背面に繫がる5 

角が直角に折れ曲がっている状態のものも存在しない。したがって，これらの先行

意匠は，いずれも基本的構成態様(A1)～(C1)の全てを具備するものではなく，これ

らの構成態様が本件意匠の要部であることを否定するものではない。 

また，被告は，具体的構成態様(E1)も本件意匠の要部である旨を主張する。しか

し，この構成態様は機能上必要な形態であって，要部となるものではない。 10 

被告のその余の主張は否認し，争う。 

(5) 本件意匠と被告意匠の類否 

ア 本件意匠と被告意匠は，本件意匠の要部である基本的構成態様(A1)～

(C1)と(a1)～(c1)が全て共通している。この共通点から，「全面に渡って略平坦で

『のっぺり』感が強調されているプレートが，平面及び正面に設けられており，そ15 

の平面及び正面の角は大きく円弧を描いている。」という共通の特徴ある美感が，

本件意匠及び被告意匠の両者から生じている。 

なお，被告が主張する底面側及び背面側の溝部の有無を考慮したとしても，需要

者において目につきにくく重要視されない底面側及び背面側における差異は，意匠

の美感に影響を与える差異ということはできない。 20 

 また，本件意匠と被告意匠は，具体的構成態様(H1)及び(I1)と(h1)及び(i1)におい

ても共通している。これらも意匠全体の印象を大きく左右する点であって，美感に

影響を与える。 

以上より，本件意匠と被告意匠は，全体として共通の美感を起こさせるものであ

る。 25 

イ 本件意匠と被告意匠の差異点は，いずれも些細な差異であって，両意匠
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が有する共通の美感に影響を与えるものではない。 

すなわち，まず，具体的構成態様(D1)及び(E1)と(d1)及び(e1)について，データ記

憶機の設置方法としてはその底面を下にする方法が一般的であるから，データ記憶

機の使用に当たっては，その底面の形状は隠れ，正面の底面側付近の形状は目につ

きにくくなる。そのため，需要者の使用態様を考慮したとしても，これらの差異は，5 

需要者において重要視されない。また，具体的構成態様(E1)と(e1)の差異は，ごく微

細な部分での差異であって，全体的な意匠の美感に影響を与えるものではない。 

具体的構成態様(F1)と(f1)の差異については，小さい部分での差異であり，全体的

な意匠の美感に影響を与えるものではない。 

具体的構成態様(G1)と(g1)の差異についても，被告意匠の斜線状の筋は目立つもの10 

ではなく，意匠の美感に影響を与えるほどのものではない。 

具体的構成態様(J1)及び(K1)と(j1)及び(k1)の差異については，需要者が通気口の

位置や形態にまで関心を示すとは考えられない。また，通気口はデータ記憶機内の

温度の上昇抑制のために必要不可欠な構造であるが，目立たないように配置される

ものであり，被告意匠の通気口の箇所及び形状も，特段，美感を生じさせる特徴的15 

なものではないため，需要者の注意を惹く部分には含まれず，むしろ目につきにく

い配置になっている。したがって，この点も意匠の美感に影響を与えない。 

ウ 以上より，被告意匠は，本件意匠と類似するものであり，本件意匠権の

効力が及ぶ。 

（被告の主張） 20 

 (1) 本件意匠の構成態様 

  ア 本件意匠の構成態様は，別紙「本件意匠の構成態様」の「被告の主張」

欄記載のとおりである。 

イ このうち，構成態様(B2)は，原告主張に係る具体的構成態様(L1)を含む。 

その上で，データ記憶機の設置方法としては縦置きだけでなく横置きもあり，25 

本件意匠の実施品である原告製品がそのいずれでも使用できることも考慮すると，
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意匠を観察する上では，縦置き及び横置きの両方を総合的に考慮すべきである。 

そうすると，横置きした場合はもちろん，縦置きの場合も，本件意匠の側面の底

面側及び背面側並びに正面の底面側も，目につきやすい部分といえることから，こ

れは基本的構成態様と位置付けられる。 

また，原告主張の構成態様(C1)のうち「プレートの平面から背面に繋がる角は直5 

角に折れ曲がっている」点は，需要者（データ記憶機を購入又は使用する一般消費

者）の目に付きにくいことから，基本的構成態様とはならない。 

 原告主張の構成態様(D1)については，データ記憶機を横置きに設置した場合，デ

ータ記憶機の底面側付近の形状も需要者の目につきやすくなる。このような需要者

による本件意匠の観察状態を踏まえると，これは具体的構成態様ではなく，基本的10 

構成態様である。 

 原告主張の構成態様(E1)も，デザイナーが需要者の購入心理を念頭に入れてデザ

イン設計したことを考慮すると，同様に，具体的構成態様ではなく，基本的構成態

様である。 

さらに，本件意匠では，「のっぺり感」がある平面のプレートに横筋が設けられ15 

ているため，需要者は，この横筋に注意を惹かれることになる。そうすると，原告

主張の構成態様(F1)も基本的構成態様というべきである。 

  (2) 被告意匠の構成態様 

  被告意匠の構成態様は，別紙「被告意匠の構成態様」の「被告の主張」欄記載

のとおりである。 20 

このうち，構成態様(b2)は，原告主張に係る具体的構成態様(l1)を含む。また，原

告主張の具体的構成態様(d1)～(f1)に相当する構成態様(d2)～(f2)は，いずれも基本的

構成態様である 

  (3) 本件意匠と被告意匠の共通点，差異点 

 本件意匠と被告意匠は，基本的構成態様(A2)及び(C2)と(a2)及び(c2)並びに具体25 

的構成態様(H2)及び(I2)と(h2)及び(i2)において共通する。 
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他方，基本的構成態様(B2)と(b2)並びに構成態様(D2)～(G2)，(J2)及び(K2)と(d2)

～(g2)，(j2)及び(k2)が異なる。 

 (4) 本件意匠の要部 

  ア 本件意匠の基本的構成態様(A2)～(C2)は，いずれも本件意匠の意匠登録

出願前に公知であり，本件意匠の要部にはなり得ない。 5 

すなわち，別紙「乙１意匠」～同「乙６意匠」記載の意匠（以下，それぞれ「乙

１意匠」などという。）は，いずれも，本件意匠の意匠登録出願前に公知になった

意匠であるところ，乙１意匠～乙４意匠は，いずれも略扁平直方体状であって，本

体，溝部及びプレートから構成されているため，基本的構成態様(A2)を有する。 

基本的構成態様(B2)は，乙３意匠に開示されている。原告主張の基本的構成態様10 

(B1)を前提としても，乙１意匠～乙４意匠は，いずれも，平面及び正面の各面の全

幅に渡りプレートが形成され，溝部がプレートと本体の間に設けられているため，

この構成態様を有する。 

さらに，乙３意匠，乙５意匠及び乙６意匠は，いずれも，プレートの平面から正

面へと繋がる角が側面視円弧状に湾曲しているため，基本的構成態様(C2)を有する。 15 

イ 原告主張の具体的構成態様(D1)（ただし，基本的構成態様(D2)とされる

べきである。）も，乙１意匠～乙４意匠を踏まえると，ありふれた態様にすぎず，

視覚を通じて起こさせる美感への影響は小さい。 

ウ 他方で，本件意匠の基本的構成態様(B2)及び原告主張の具体的構成態様

(E1)（ただし，これは基本的構成態様(E2)とされるべきである。）は，乙１意匠～20 

乙６意匠にない態様であり，視覚を通じて起こさせる美感に最も影響を与えるもの

である。 

 すなわち，データ記憶機の発熱は寿命に直結するため，需要者は，通気口を単な

る開口部ではなく，データの長期保存に寄与する構造として重大な関心を持って観

察し，デザイン上の特徴として見る。また，本件意匠の実施品である原告製品の正25 

面にある縦筋にはLEDが設けられており，アクセス時やシャットダウン時に点灯，
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消灯するところ，使用状態において，需要者の注意を惹く。 

  エ したがって，本件意匠の要部は，「平面及び正面だけには，各面の全幅に

渡りプレートが形成されている。また，溝部は，プレートと本体の間に設けられて

いる点」（基本的構成態様(B2)）と「プレートの正面側の正面視における下端より

もやや上の位置に開口部が設けられ，開口部の上に縦筋が設けられている点」（基5 

本的構成態様(E2)）を兼ね備えた形態にあるというべきである。 

 (5) 本件意匠と被告意匠の類否 

ア 前記(4)アのとおり，本件意匠の基本的構成態様(A2)～(C2)は，本件意匠

の要部になり得ない。 

イ 基本的構成態様(B2)と(b2)について，本件意匠では，平面及び正面のプレ10 

ートと本体の間にだけ溝部が設けられ，本体側面において，背面及び底面に沿った

溝部が設けられていないため，この溝部が設けられていない部分については，開放

的な印象を与える。他方，被告意匠では，本体側面において，平面，底面，正面及

び背面のそれぞれに沿って溝部が設けられており，この溝部は，各本体側面におい

て矩形状として視認されるため，本体側面が溝部で囲まれた閉鎖的な印象を与える。 15 

   ウ また，構成態様(D2)，(E2)，(G2)，(J2)及び(K2)と(d2)，(e2)，(g2)，(j2)

及び(k2)（前記のとおり，(D2)及び(E2)と(d2)及び(e2)は基本的構成態様とされるべ

きである。）は，以下のとおり，大きな差異であって，意匠の美感に影響を与える。 

   (ｱ) データ記憶機を使用するときには，その正面が需要者側を向くようにデ

ータ記憶機が配置されるのが一般的であるから，需要者は，その購入に際し，この20 

ような使用態様を考慮してデータ記憶機を選択する。これを踏まえると，本件意匠

では，正面側に開口部及び縦筋が設けられているため（基本的構成態様(E2)），開

口部及び縦筋が需要者の注意を惹くことになる。また，これに伴い，需要者は，本

件意匠の基本的構成態様(D2)にも気付くことになる。 

そもそも，データ記憶機を縦置きで設置したとしても，設置場所によっては，デ25 

ータ記憶機の底面側付近の形状も目に付きやすくなる。また，これを横置きに設置
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した場合には，データ記憶機の底面側付近の形状も目に付きやすくなる。 

(ｲ) 被告意匠では，本体側面に斜線状の筋が設けられている（具体的構成態

様(g2)）。これらの筋があることによって，本件意匠と被告意匠とは，形状の差異が

あることに加えて，本体側面の見え方に差異が発生する。すなわち，本件意匠の本

体側面は，平坦な面で構成されているために滑らかな印象を与える。これに対し，5 

被告意匠の本体側面は，複数の筋で構成されているためにざらざらとした印象を与

える。また，被告意匠では，本体側面における光の反射状態が変化すること，斜線

状の筋が本体側面のほぼ全面に形成されていることによっても，本体側面の見え方

は大きく異なる。 

(ｳ) さらに，データ記憶機が使用中に発熱することは需要者にとって周知の10 

事実であり，需要者の多くは，データ記憶機の温度上昇の抑制に関心を示す。被告

製品においては，そのパッケージから，本体側面に形成された２種類の通気口（具

体的構成態様(j2)及び(k2)）によってデータ記憶機の温度上昇が抑えられることが理

解でき，需要者は，被告製品の性能に基づいて，上記通気口にも注意を惹かれるこ

とになる。他方，このような通気口は本件意匠にはないため，この点は大きな差異15 

になる。 

(ｴ) このため，構成態様(D2)，(E2)，(G2)，(J2)及び(K2)と(d2)，(e2)，(g2)，

(j2)及び(k2)は大きな差異であり，意匠の美感に影響を与える。 

ウ 具体的構成態様(H2)と(h2)については，データ記憶機（すなわち外装ケ

ース）の外形寸法は，その内部に収納されるHDDの外形寸法に依存するだけである20 

ため，幅：高さ：奥行きのサイズ比が需要者の注意を惹く程度は極めて低い。具体

的構成態様(I2)と(i2)については，本件意匠の意匠登録出願よりも前に公知となって

いるし（乙３意匠），側面視におけるデータ記憶機の４つの角のうち，１つの角だ

けが湾曲していることが需要者の注意を惹くことになるから，製品の高さ方向に占

める湾曲部の割合が意匠の美感に与える影響の程度は極めて低い。 25 

エ 以上より，本件意匠と被告意匠との差異点の印象は，共通点の印象を凌
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駕しており，全体として異なる美感を与えるものというべきである。 

２ 争点２（被告製品のケースの製造，販売による侵害の成否） 

（原告の主張） 

(1) 直接侵害 

ア 被告製品のケースの形態は，被告製品の形態と同一である。したがって，5 

本件意匠と被告意匠が類似するのと同様に，被告製品のケースの意匠は，本件意匠

と類似する。 

イ 被告製品のケースの意匠は，「データ記憶機」の外装の意匠であるとこ

ろ，データ記憶機とデータ記憶機の外装とは，内部機構の有無のみが相違点であっ

て，外装は同じである。また，両物品は，データ記憶という用途のためにデータ記10 

憶機能を発揮して用いられる物品である点で，物品の機能及び用途が同一又は類似

といえ，意匠に係る物品が類似する。 

物品の類似を決するための用途及び機能の同一又は類似とは，詳細な機能までを

比較するのではなく，物品の形態の価値を評価する範囲において比較するものであ

る。両者はデータ記憶機及びその外装という点において，図面は同じであるから，15 

形態の価値は共通しており，ほとんど同一の物品である。 

ウ 被告は，ケースメーカーとして，被告製品のケースの製造，販売を行っ

た。 

エ 以上より，被告は，業として，本件意匠と類似する意匠を有する物を製

造，譲渡することにより，本件意匠権を直接侵害した。 20 

 (2) 間接侵害 

 仮に，被告が本件意匠と類似する意匠の物を製造，譲渡したとはいえないとし

ても，被告製品のケースを製造，販売する行為は，間接侵害（意匠法３８条１号）

に該当する。 

すなわち，被告意匠は，本件意匠と意匠に係る物品が同一であり，本件意匠と類25 

似する。また，被告製品のケースは，被告製品以外の用途はなく，被告製品の製造
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のみに用いるものである。さらに，被告は，ケースメーカーとして，被告製品のケ

ースの製造，販売を行った。 

したがって，被告は，業として本件意匠と類似する意匠に係る物品のみに用いる

物を生産，譲渡したものであり，本件意匠権を侵害したものとみなされる。 

（被告の主張） 5 

 事実につき争うことを明らかにしない。 

３ 争点３（原告の損害の有無及び額） 

（原告の主張） 

 (1) 意匠法３９条２項と同条３項は，それぞれ別個の算定手法であるため，各々

の基準で算定した金額のうち，より大きな金額となる方が原告の被った損害額と認10 

定されるべきである。 

以下のとおり，本件では，同条３項に基づく相当実施料の額が，同条２項におけ

る被告の利益額よりも大きな額となっているが，仮に同条３項に基づく額が同条２

項に基づく額を下回った場合には，後者の金額をもって原告の損害額とすべきであ

る。その際，仮に推定の一部覆滅が認められた場合には，覆滅部分に関しても，相15 

当実施料額の損害が発生していたといえるから，覆滅部分に関しては，同条３項が

重畳適用されると解すべきである。 

 (2) 意匠法３９条２項に基づく損害について 

  ア 被告製品の売上額 

  被告が平成２９年６月１日～令和元年６月７日の間に製造，販売した被告製20 

品の個数は，５万２７０８台を下らない。 

また，被告製品の売上総額は，乙１５の１の「売単価」欄記載の売却単価に「受

注数」欄記載の受注数を乗じたものの合計４億５５１４万１８９９円（税抜）を下

らない。 

加えて，消費税法基本通達５－２－５（２）によれば，本件で原告が被告に対し25 

て請求する損害賠償金は消費税の課税対象になる。そうである以上，本件の損害額
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算定に当たっては消費税を加算すべきである。 

そうすると，本件における被告製品の売上総額（税込）は，４億９１５５万３２

５１円を下らない。 

  イ 被告製品のケースの売上額 

  被告が平成２９年６月１日～令和元年６月７日の間に製造，販売した被告製5 

品のケースの個数は，５万２７０８個を下らない。また，ケース１個当たりの売上

額は０．８０１米ドル（税抜）である。 

そうすると，ケースの売上総額（税抜）は，４６２万７６３６円（為替レートは

$1=¥109.61（令和元年１２月１３日時点））となる。 

これに消費税を加算すると，被告製品のケースの売上総額（税込）は，４９９万10 

７８４７円を下らない。 

  ウ 被告製品の製造，販売に要した経費の額 

   (ｱ) 被告製品の製造原価 

   被告製品の製造原価が侵害製品の製造，販売のために追加的に要した費用

として意匠法３９条２項の利益額の算定に当たって控除すべき経費であることは争15 

わない。 

その総額は，前記アと同様に，乙１５の１の「実原価」欄記載の原価に「受注数」

欄記載の受注数を乗じたものの合計４億１０１３万５９３６円となる。 

また，売上額と同様に消費税を加算すべきであるとすると，被告製品の製造原価

（税込）は合計４億４２９４万６８１１円となる。 20 

   (ｲ) 被告主張の販売手数料等 

   販売手数料等の売上額からの控除については，否認し，争う。 

被告主張に係る販売手数料等は，その支払の根拠が不明であり，被告製品の販売

との関連性も不明であるほか，被告製品の発売より前に被告が取り扱う他の製品を

販売する際に必要になった経費や，被告製品の製造・販売数量に比例関係がなく要25 

する経費が含まれており，被告製品を製造，販売することによりその製造，販売に
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直接関連して追加的に必要となったものとはいえない。 

  エ 被告製品のケースの販売に要した経費の額 

  被告製品のケースの仕入額（１個当たり０．８米ドル）が，その売上額から

控除すべき経費であることは争わない。したがって，ケース（５万２７０８個）の

販売に要した経費の額は４６２万１８５９円である。 5 

  オ 推定覆滅事由の有無等 

  意匠法３９条２項の推定覆滅に関する被告の主張は，否認し，争う。 

 まず，本件意匠と被告意匠とが類似する以上，本件意匠の実施品である原告製品

と被告製品の意匠（被告意匠）は，美感を共通にする。 

また，購入製品の選択に当たり，データ記憶機を購入する需要者が価格や記憶容10 

量を考慮することはあり得るが，被告製品の記憶容量は一般的なものにすぎず，需

要者が記憶容量に惹かれて被告製品を購入することはあり得ない。被告製品の販売

価格は原告製品よりも若干安いようであるが，この点も推定覆滅事由に当たらない。 

さらに，データ記憶機の技術分野では技術が成熟してきており，原告製品と被告

製品の性能の差異はほとんどない。このため，需要者は製品のデザインに惹かれて15 

製品を購入することになり，本件意匠が顧客の製品選択に与える影響は大きい。 

被告主張に係る競合品ないし代替品である他社の製品の中に，本件意匠に類似す

る意匠の製品は存在しないし，これらの会社がどのような製品を販売しているのか

も不明である。 

原告製品のうち「HD-LXU3D」シリーズの製品は，自動暗号化機能を実装したデ20 

ータ記憶機であるが，そのような付加的な機能があるからといって，需要者が当該

機能の有無のみに着目して製品を購入するとはいえず，ましてや，対象とする需要

者層が異なるなどとはいえない。 

その他も含め，被告が主張する事情は，いずれも意匠法３９条２項の推定を覆滅

する根拠になるものではない。 25 

   カ 原告の損害額 
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   以上より，被告が被告製品の製造，販売により得た利益額は，その売上額

（税込）から製造原価（税込）を差し引いた４８６０万６４４０円を下らない。 

また，被告が被告製品のケースの販売により得た利益額は，その売上額（税込）

から仕入額を差し引いた３７万５９８８円を下らない。 

したがって，被告製品及びそのケースの製造，販売等により被告が得た利益の総5 

額は，両者の合計４８９８万２４２８円である。この金額が，原告が被った損害額

と推定される（意匠法３９条２項）。 

さらに，原告は，本件訴訟に関し，弁護士費用及び弁理士費用の負担を余儀なく

されているところ，被告の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費

用は，上記損害額の１０％に当たる４８９万８２４３円を下らない。 10 

そうすると，原告の損害額は，５３８８万０６７１円を下らない。 

加えて，被告製品の月別の売上額，経費額をもとに計算をした月ごとの損害額及

び遅延損害金の起算日は，別紙「意匠法３９条２項に基づく損害一覧表（原告の主

張）」記載のとおりである。 

  (3) 意匠法３９条３項に基づく損害について 15 

   ア 被告製品の売上額 

   前記(2)アのとおり，被告製品の売上額は，４億９１５５万３２５１円（税込）

である。 

   イ 相当実施料率 

   本件意匠の価値，代替可能性，被告の売上及び利益への貢献，被告による侵20 

害の態様に加え，原告と被告が市場で完全な競合関係にあり，原告から被告に対し

安価なライセンスをすることは到底考えられないこと等を踏まえると，被告製品の

製造，販売に対し，原告が受けるべき相当な実施料の料率は１０％を下らない。 

   ウ 原告の損害額 

   被告製品の売上額（税込）に上記料率を乗じた金額は，４９１５万５３２５25 

円を下らない。したがって，意匠法３９条３項により，この額が原告の受けた損害
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の額となる。 

 また，被告の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用は，上記

損害額の１０％に当たる４９１万５５３２円を下らない。 

 そうすると，原告の損害額は，５４０７万０８５７円を下らない。 

加えて，被告製品の月別の売上額をもとに計算をした各月ごとの損害額及び遅延5 

損害金の起算日は，別紙「意匠法３９条３項に基づく損害一覧表（原告の主張）」

記載のとおりである。 

（被告の主張） 

 (1) 意匠法３９条２項に基づく損害について 

ア 被告製品及びそのケースの販売数量，ケースの１台当たりの売上額が０．10 

８０１米ドルであり，その仕入額が０．８米ドルであることは認める。原告のその

余の主張は否認し，争う。 

イ 被告製品１の売上額 

  平成２９年６月１日（被告製品１の受注開始日）～平成３１年６月５日（最

終販売日）の売上額は，４億３２００万４３８６円（乙１５の１の「売単価」欄記15 

載の額の合計額）である。なお，被告が製造，販売し，又は販売申出をしている製

品は，被告製品１に限られる。 

  ウ 被告製品１のケースの売上額 

  被告製品１のケースの売上額は，合計４５８万３７２８円（為替レートは

$1=¥108.57（令和元年１１月２０日時点））である。 20 

エ 被告製品１の製造，販売に要した経費の額 

   (ｱ) 被告製品１の製造原価（フィールドスリーからの仕入値）は，合計３億

８９２７万７２１０円（乙１５の１の「実原価」欄記載の額の合計額）である。 

   (ｲ) 被告製品１の総変動費は，インターネット通販モールの運営会社等への

販売手数料合計３８８６万９６３２円（乙１５の１の「販売手数料」欄記載の額の25 

合計額）である。なお，いずれの通販モールも被告が販売する全製品について一括
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して手数料を請求することから，この金額は，被告製品の販売期間内に販売した被

告の全製品総数に対して請求された手数料総額を，被告の全製品総数で除し，これ

に被告製品の販売数を乗じたものである。 

被告製品１が販売された通販モールの運営会社ないしその管理委託先業者は，そ

れぞれに独自の販売手数料の費目内訳を設定しており，これらはいずれも被告製品5 

１の販売ないし販売量によって変動することから，変動費に該当する。 

  オ 被告製品１のケースの製造，販売に要した経費の額 

  被告製品１のケースの製造，販売に要した経費の額につき，前記ウと同様に

計算すると，合計４５７万８００６円となる。 

  カ 被告の利益額 10 

  以上より，被告製品１に係る利益額は３８５万７５４４円，そのケースに係

る利益額は５７２２円であり，被告の利益額は合計３８６万３２６６円である。 

  キ 推定覆滅事由・損害の不発生 

  実際の商取引において，原告製品と被告製品は，美感及び印象が全く異なり，

需要者がこれらを混同することはあり得ず，代替可能性もない。 15 

また，仮に需要者がこれらを混同したとしても，需要者は，被告製品の購入に当

たり，価格や記憶容量に重点を置き，被告意匠に注目することはないことなどから，

被告意匠は，被告製品の購入動機の形成に寄与していない。 

さらに，被告製品が販売されていた時期に，被告製品と同種のデータ記憶機が原

告及び被告以外の他社により数多く販売されており，これらは競合品ないし代替品20 

といえる。上記のとおり，データ記憶機の購入動機の形成に当たって価格及び記憶

容量に重点が置かれることから，仮に被告製品が販売されなかった場合，需要者は，

被告製品と同種で単位記憶容量当たりの価格がより廉価なデータ記憶機を代替品と

して購入するはずである。特に被告製品の市場占有率（0.66%）は原告製品の市場占

有率（40.76%）に比較して極めて低く，競合他社の市場占有率が相当割合を占めて25 

いることからも，このことは妥当する。 
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加えて，本件意匠の実施品である「HD-LXU3D」シリーズは，自動暗号化機能を

実装したデータ記憶機であり，この自動暗号化機能を強調した宣伝広告がされてい

る。他方，被告製品には自動暗号化機能が実装されていない。このため，少なくと

も上記シリーズの原告製品と被告製品とでは，対象とする需要者が異なり，仮に被

告製品が販売されなかったとしても，それに代えて上記シリーズの原告製品が購入5 

されるという関係にない。 

以上より，被告製品がなければ原告製品が販売できたとはいえず，本件意匠の被

告製品の売上（利益）に対する貢献や寄与度は相当限定的に見ざるを得ない。した

がって，原告に意匠法３９条２項に基づく損害は発生しておらず，仮に発生したと

しても，原告の損害額算定に際しては，被告の利益額につき，少なくともその９５10 

％を控除するのが相当である。 

 (2) 意匠法３９条３項に基づく損害について 

 原告の主張は否認し，争う。 

 HDDの技術分野における意匠権に関する実施料率の相場は販売価格の２％であ

り，侵害者に対して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料率が，通常15 

の実施料率に比べて自ずと高額になることを考慮したとしても，意匠権に起因する

実施料率は４％未満と考えるのが妥当である。 

また，被告製品は，原告製品を模倣したものではないし，これらが混同されるも

のでもないから，本件意匠権の価値に何ら影響を与えるものではなく，被告製品と

原告製品は実質的な競合関係にはない。 20 

さらに，原告製品はグッドデザイン賞を受賞したところ，その際本件意匠が評価

された特徴は，ケースの正面に形成されたエアフロー用の開口部にある。しかし，

被告製品は本件意匠のようにケースの正面にエアフロー用の開口部を備えていない。

このため，被告製品の販売は，原告製品の売上及び利益に何ら影響を与えない。 

以上より，原告に意匠法３９条３項に基づく損害は発生しておらず，仮にこれが25 

発生したとしても，同項に基づく損害額の算定に当たっての実施料率は限りなく０
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％に近い値になり，少なくとも１％を上回らない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 争点１（本件意匠と被告意匠の類否）について 

(1) 登録意匠とそれ以外の意匠との類否の判断は，需要者の視覚を通じて起こさ

せる美感に基づいて行う（意匠法２４条２項）。この判断に当たっては，両意匠の5 

基本的構成態様及び具体的構成態様を全体的に観察するとともに，意匠に係る物品

の用途や使用態様，公知意匠等を参酌して，需要者の最も注意を惹きやすい部分，

すなわち要部を把握し，要部において両意匠の構成態様が共通するか否か，差異が

ある場合はその程度や需要者にとって美感を異にするものか否かを重視して，両意

匠が全体として美感を共通にするか否かによって判断するのが相当である。 10 

(2) 本件意匠の構成態様 

ア 本件意匠権に係る意匠公報（甲２。以下「本件意匠公報」という。）及

び弁論の全趣旨によれば，本件意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は，それ

ぞれ，別紙「本件意匠の構成態様」の「裁判所の認定」欄記載のとおり認めるのが

相当である（なお，面の特定については，便宜上，縦置き・横置きいずれの場合か15 

を問わず，別紙「本件意匠の図面」記載の名称に合わせて「正面」などという。）。 

イ 補足説明 

    (ｱ) プレートについて 

    本件意匠の構成態様に含まれる「プレート」とは，より具体的かつ詳細に

は，その表面が別紙「本件意匠の図面」記載の平面図及び正面図において示される20 

面をなすものであり，平面及び正面の表面部分と本体との間に溝部が設けられるこ

と（基本的構成態様(B3)）によって，平面及び正面の表面部分側に，略全面に渡っ

て一定の厚みで形成された薄い１枚の板状の部分であって，略全面に渡って平坦で

あるとともに，背面図，左側面図及び右側面図（さらに，本件意匠公報の各参考斜

視図も）から明らかなとおり，平面から正面へと繫がる角は側面視円弧状に湾曲し25 

ている（基本的構成態様(C3)の前半部分）。このプレート部分は，上記のような配
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置及び形状から，本件意匠を視認する者において本体や溝部とは明瞭に区別して把

握されるものである。 

このことに鑑みると，プレート部分は，独立の構成として特定するのが相当であ

るとともに，本件意匠の骨格的な形態をなすものとして基本的構成態様に位置付け

るべきである。 5 

    (ｲ) 具体的構成態様(D3)について 

具体的構成態様(D3)について，原告及び被告は，それぞれ別紙「本件意匠

の構成態様」の「原告の主張」及び「被告の主張」各欄記載のとおり主張する。 

この点について，本件意匠公報記載の図面は，各面の名称等から，本件意匠に係

るデータ記憶機を縦置きすることを前提とするものと理解されるものの，本件意匠10 

の構成そのものからは縦置きに限定すべき要素は見当たらない。また，後記（(5)ア

(ｳ)）のとおり，本件意匠に係る物品であるデータ記憶機においては，縦置きのみな

らず横置きでの使用も一般的に行われていると見られる。そうである以上，本件意

匠の構成態様の認定に当たっては，横置きの場合をも念頭に置き，側面視により認

められる形態についても具体的に認定するのが適当である。 15 

もっとも，正面下端から底面への湾曲の程度等は，平面及び正面の接続部に形成

されている湾曲と異なり，必ずしも大きくはない上，本件意匠公報が縦置きを前提

としていること，後記（(5)ア(ｳ)）のとおり，本件意匠の実施品である原告製品のほ

か，被告製品の宣伝広告等における商品画像及び宣伝文句は，縦置きがより一般的

な使用態様であることを念頭に置いたものと理解されることなどに鑑みると，本件20 

意匠の正面下部から底面へかけての部分の構成は，本件意匠における骨格的な形態

として位置付けるべきものとまではいえない。 

したがって，本件意匠の構成態様のうち上記部分に関しては，基本的構成態様で

はなく具体的構成態様と位置付けた上で，具体的構成態様(D3)のとおり認定するの

が相当である。これに反する原告及び被告の各主張は，いずれも採用できない。 25 

ウ その他の被告の主張について 
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    (ｱ) 基本的構成態様(B3)について 

    被告は，溝部の形成される部分とも関連して，プレートが形成されている

部分につき「平面及び正面」ではなく「平面及び正面だけ」とすべきであり，これ

には，本体側面の背面及び底面に接する辺に溝部が設けられていないこと（具体的

構成態様(L3)）が含意されている旨を主張する。 5 

しかし，被告が主張するように背面及び底面に接する本体側面の辺に溝部が設け

られていないことを構成態様として取り上げるべきであるとすれば，「だけ」との

表現にこれを含意させるのではなく，それ自体を構成態様として明示的に位置付け

るのが相当である。 

本件意匠において，被告意匠との対比の前提として構成態様を把握するに当たり，10 

本体側面の背面及び底面に接する辺に溝部が設けられていないことを取り上げるこ

とは相当である。もっとも，溝が設けられていないことにより，本体側面は，背面

及び底面に接する辺に至るまで平坦な面として連続していることになるから，この

点をもって特徴的な構成とまではいえない。このことと，「プレート」が「平面及

び正面」に形成されていることが基本的構成態様(B3)として位置付けられることと15 

を併せ考えると，本体側面の背面及び底面に接する辺に溝部が設けられていないこ

とは，本件意匠における骨格的な形態とまではいえず，具体的構成態様として位置

付けるのが相当である。この点に関する被告の主張は採用できない。 

(ｲ) 基本的構成態様(C3)について 

被告は，「プレートの平面から背面へと繋がる角は直角に折れ曲がってい20 

る」点（構成態様(C3)の後半部分）は，基本的構成態様に含まれないと主張する。 

しかし，上記構成態様は，背面に関わる形態であると同時に平面にも関わる形態

であり，かつ，基本的構成態様に位置付けられるプレートの一端に関わる形態でも

あること，平面から正面へと繋がる角が側面視円弧状に湾曲していることと対にな

る関係にある形態であること，左右の側面視及び正面左右の斜め方向から見ること25 

により容易に把握し得るものであることを踏まえると，本件意匠における骨格的な
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形態と見ることができる。 

したがって，上記部分は基本的構成態様と認めるのが相当である。この点に関す

る被告の主張は採用できない。 

    (ｳ) 具体的構成態様(E3)について 

被告は，構成態様(E3)につき，具体的構成態様ではなく基本的構成態様と5 

位置付けるべき旨を主張する。 

しかし，構成態様(E3)は，本件意匠の正面下端側やや上部の位置に設けられた構

成にすぎず，その形状及び大きさも併せ考えると，本件意匠における骨格的な形態

とまではいえない。被告は，当該部分に関するデザイナーの意図を指摘するけれど

も，本件意匠における骨格をなす形態か否かとデザイナーの意図とは必ずしも直接10 

関係するものではない。 

したがって，構成態様(E3)は，基本的構成態様ではなく具体的構成態様として位

置付けるのが相当である。この点に関する被告の主張は採用できない。 

(ｴ) 具体的構成態様(F3)について 

被告は，構成態様(F3)につき，具体的構成態様ではなく基本的構成態様と15 

位置付けるべき旨を主張する。 

しかし，構成態様(F3)は，本件意匠の平面の平面視後方側（背面側）の位置に設

けられた構成にすぎず，その形状も，平面の全幅に渡り形成された細い１本の横筋

にすぎないことに鑑みると，本件意匠における骨格的な形態とまではいえない。被

告は，平面のプレートの「のっぺり感」という質感との関係を指摘するけれども，20 

「のっぺり」すなわち「起伏がなく平らなさま。変化に乏しいさま。」という形容

が主観的抽象的であることは措くとしても，上記形状に鑑みると，平面のプレート

部分に係る構成の全体的な印象を左右するほどのものとはいえない。 

したがって，構成態様(F3)は，基本的構成態様ではなく具体的構成態様として位

置付けるのが相当である。この点に関する被告の主張は採用できない。 25 

(3) 被告意匠の構成態様 
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ア 証拠（甲５～７，９，１０，１２，１５，１７，乙１６の別紙８）及び

弁論の全趣旨によれば，被告意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は，それぞ

れ，別紙「被告意匠の構成態様」の「裁判所の認定」欄記載のとおり認めるのが相

当である。 

イ 被告の主張について 5 

被告は，被告意匠の構成態様(b2)として，「平面，正面，背面及び底面の全て

には，各面の前面に渡りプレートが形成されている。」ことが基本的構成態様であ

ると主張する。 

被告意匠において，底面及び背面に，その表面部分と本体との間に溝部が設けら

れていることによって，平面及び正面に形成されたプレートと接続された「プレー10 

ト」と形容し得る部分が形成されていることは，その通りである。 

しかし，本件意匠において平面及び正面に形成されたプレートが基本的構成態様

とされる理由は前記（(2)イ(ｱ)）のとおりである。また，被告意匠の背面及び底面に

形成されたプレートは，その配置及び形状に加え，これらのプレートに対応する溝

部の幅の狭さと相まって，被告意匠を視認する者において本体や溝部とは必ずしも15 

明瞭に区別して把握されるものとはいえない。 

そうすると，被告意匠の背面及び底面のプレート及びこれに対応する溝部は，基

本的構成態様ではなく，具体的構成態様とするのが相当である。 

その他被告が縷々主張する点も含め，この点に関する被告の主張は採用できない。 

(4) 本件意匠と被告意匠との共通点・差異点 20 

本件意匠及び被告意匠の各構成態様を対比すると，本件意匠の基本的構成態様

(A3)～(C3)，具体的構成態様(H3)及び(I3)と，被告意匠の基本的構成態様(a3)～(c3)，

具体的構成態様(h3)及び(i3)が共通点であり，それ以外の構成態様が差異点であると

認められる。 

(5) 本件意匠の要部 25 

ア 本件意匠に係る物品の需要者，用途及び使用態様 
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(ｱ) 証拠（甲３，２１，乙１０，１１，１７，２０）及び弁論の全趣旨によ

れば，本件意匠に係る物品であるデータ記憶機は，テレビ番組の録画やパソコンの

データ保存の用途に用いられるものであり，その需要者は，データ記憶機の購入者

・使用者であると認められる。 

(ｲ) その購入に当たり，需要者は，店頭であれば店頭に置かれた製品サンプ5 

ルないし製品パッケージに付された製品画像等を視認すること，インターネット上

で商品検索及び購入をする際には，ウェブページに掲載された製品画像等を視認す

ることはいうまでもない。他方，使用に当たっては，その用途に鑑みると，需要者

は，製品をテレビやパソコン等の付近に設置し，一旦設置した後は頻繁に置き場所

ないし置き方を変更するようなことはなく，それを手にとって見る機会もそれほど10 

多くないと考えられる。 

    (ｳ) 使用時におけるデータ記憶機の一般的な置き方（縦置き・横置き）につ

いては，前記（(2)イ(ｲ)）のとおり，本件意匠公報記載の図面は縦置きを前提とする

ものといえる。また，本件意匠の実施品である原告製品のみでなく被告製品も，そ

の製品パッケージやウェブの製品紹介ページ等では，製品を縦置きした画像等を掲15 

載している例が多い（甲３，５，７，８，１０，１１，１５，１６，２１，２２，

乙７，１０，１１，２０）。 

他方で，前記（(2)イ(ｲ)）のとおり，本件意匠の構成そのものからは縦置きに限定

すべき要素は見当たらない。 

また，原告製品のパッケージやウェブページには，その特長の１つとして，「置20 

き方が選べる。タテ置き・ヨコ置き両対応」（甲３。乙１０にも同旨の記載があ

る。），「タテヨコ 自由自在！！」，「縦・横両用タイプ」（いずれも甲２１）

などといった宣伝文句が記載されるとともに，縦置き・横置きいずれの場合の画像

ないしイラストも掲載されている（甲３，２１，乙１０）。加えて，原告自身，グ

ッドデザイン賞の受賞の際に，「応募対象が達成しようとした目標」として，「パ25 

ソコン周りは縦置きが多いのに対し，AV周辺の使用では…横置きのニーズが高く，
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…これらのニーズを一つにまとめ上げることによる周辺機器としての新たな価値の

創造。」を挙げている（乙１１）。 

さらに，被告製品を紹介するウェブページには，「従来まで付属していたスタン

ドをなくし，スタンドレスでも縦置き横置きに対応できるようにしました。」と記

載されている（甲５）。家電量販店での同種製品の展示状況を見ても，縦置きと横5 

置きが混在していることがうかがわれる（乙１６）。 

 これらの事情を総合的に考慮すると，需要者の観点からは，データ記憶機の使用

態様につき，縦置きがより一般的であることを念頭に置きつつ，横置きもなお一般

的といえることを踏まえて，本件意匠の要部を検討すべきである。これに反する原

告の主張は採用できない。 10 

   イ 需要者が注目する部分 

(ｱ) 前記（ア(ｲ)，(ｳ)）のとおり，需要者は，データ記憶機の使用に当たり，

通常，これを接続するテレビやパソコンの付近に設置すると思われるところ，その

際の置き方としては縦置き，横置きいずれも一般的といえる。 

また，原告製品及び被告製品のパッケージ等の画像等のほか，他のHDD製品等の15 

パッケージ画像等（乙１～３，５，３５）に鑑みると，需要者は，その購入ないし

使用に当たり，縦置き・横置きを問わず，データ記憶機を正面側から視認するほか，

正面の左方，右方ないし上方いずれかの斜め方向ないし左右いずれかの斜め上方か

ら視認することが多いと考えられる。さらに，データ記憶機を設置した位置の高さ

等によっては，平面（縦置きの場合）ないし側面（横置きの場合）を視認すること20 

もあり得る。他方，縦置きの場合に左右の真横から側面を視認する機会や，縦置き

・横置きを問わず背面及び底面を視認する機会は，需要者にとって必ずしも多くな

く，視認した場合もさほど強く注意を惹かれないと思われる。 

加えて，使用に当たりテレビ等と設置台ないし壁等との隙間に収納するようにデ

ータ記憶機を設置した場合には，その位置関係ゆえに，正面のほかは，縦置きの場25 

合は平面を比較的容易に視認し得るものの，その他の面は，需要者にとって視認し
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難い状態となると思われる（横置きの場合，省スペースのためにテレビ等の直下の

隙間に設置されることが多く，側面は正面に近い部分がせいぜい視認し得るにとど

まると推察される。）。 

(ｲ) もっとも，前記のとおり，需要者にとって，データ記憶機の使用態様と

しては縦置きがより一般的であることに鑑みると，需要者の注意を惹く程度につい5 

ては，縦置き・横置き両場合の正面に加え，縦置きの場合の平面並びに平面及び正

面を斜め方向から視認する場合の左右の側面がより強く，横置きの場合に上面とな

る側の側面並びに正面及び上記側面を斜め方向から視認する場合の平面はこれらよ

りやや弱いものと考えるのが相当である。 

ウ データ記憶機に係る公知意匠 10 

被告は，本件意匠の意匠登録出願前に公知となった意匠として，乙１意匠～

乙６意匠を指摘する。そこで，これらの意匠について検討する（なお，乙４及び６

を除き，面の特定については本件意匠に準ずる。）。 

(ｱ) 証拠（乙１～６）及び弁論の全趣旨によれば，乙１意匠～乙３意匠及び

乙５意匠に係る製品は，外付け型HDDないしDVDドライブ（正確には，乙５意匠に15 

係る製品はハードディスクケース）であるところ，これらはいずれも，「データ記

憶機」に相当するとともに，本件意匠の意匠登録出願前に販売が開始されるなどし

て公知になったこと，乙４意匠は外付け型ハードディスクボックスを，乙６意匠は

携帯型HDDを，それぞれ意匠に係る物品とするところ，これらはいずれも，「デー

タ記憶機」に相当するとともに，前者の設定登録が２００８年（平成２０年）５月20 

６日，後者の公告日が２００４年（平成１６年）１１月２４日であることに鑑みる

と，それぞれ，遅くともその頃には公知になったことが認められる。 

したがって，これらの意匠は，いずれも本件意匠に先行する公知意匠である。 

(ｲ) 乙１意匠 

証拠（甲１８の１，乙１，８）及び弁論の全趣旨によれば，乙１意匠は，25 

以下のとおりのものと認められる。 
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すなわち，乙１意匠は，本件意匠と同じく，略扁平直方体状のデータ記憶機（外

付け型HDD）に関する意匠である。 

しかし，乙１意匠には，平面及び正面のみならず背面及び底面にも，一定の厚み

の薄い１枚の板に見える形状の部分は認められない。このため，乙１意匠は，本件

意匠のプレートに相当する構成を有しない。なお，乙１意匠の左右の側面には，こ5 

れらが正面，平面，背面及び底面に各接続する四辺に沿う形で略矩形状の凹部が設

けられている。これをもって本件意匠の「溝部」に相当する構成ということはでき

るとしても，その形状及び側面の各辺との間隔等から，正面，平面，背面及び底面

に「プレート」というべき部分が形成されているとの認識を生じさせるものとはい

えない。 10 

また，乙１意匠の平面には，広範囲にわたり，通気口と見られる多数の穴が開口

しており，平坦とはいえない。 

さらに，乙１意匠の平面から正面へと繋がる角は，側面視円弧状に湾曲している

ものの，これのみならず，平面から背面も側面視円弧状に湾曲している（背面から

底面及び正面から底面へと繋がる角も，ともに側面視円弧状に湾曲している。）。 15 

 なお，乙１意匠の正面上部の幅方向中央部には，「POWER/ACCESS」との表示

の直下に横筋（電源ランプ部分）が設けられている。 

    (ｳ) 乙２意匠 

    証拠（甲１８の２，乙２）及び弁論の全趣旨によれば，乙２意匠は，以下

のとおりのものと認められる。 20 

すなわち，乙２意匠は，本件意匠と同じく，略扁平直方体状のデータ記憶機（外

付け型DVDドライブ）に関する意匠である。また，平面及び正面のほか，背面及び

底面にも，側面との段差の存在により，一定の厚さの薄い板に見える形状の部分が

存在するように見受けられる。 

さらに，左右の側面の略全面には平板状の部材が設けられているところ，これと25 

平面，正面及び底面の上記板状部分とが接する部分は，上記平板状部材との質感の
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相違もあって，「溝部」ともいい得る形状となっている（なお，背面の上記板状部

分との関係では，左右側面の平板状部材の存在しない部分が他と比較して幅広であ

ることなどから，「溝部」とはいえない。）。 

 もっとも，乙２意匠の正面上端部分には，全幅に渡る細い横筋（電源ランプ部分）

が見られる。また，平面から正面へと繋がる角部にはイジェクトボタンが設けられ5 

ているところ，平面の正面側付近には，当該ボタンの設置による溝部が設けられて

いる。このため，平面及び正面の上記板状部分をもって「１枚の板」と見ることは

できないし，平坦であるともいえない。したがって，これをもって，本件意匠の

「プレート」に相当する構成ということはできない。 

 さらに，乙２意匠の平面から正面へと繋がる角は，側面視円弧状に湾曲している10 

ものの，これのみならず，平面から背面も側面視円弧状に湾曲している（背面から

底面及び正面から底面へと繋がる角も，ともに側面視円弧状に湾曲している。）。 

    (ｴ) 乙３意匠 

    証拠（甲１８の３，乙３，９）及び弁論の全趣旨によれば，乙３意匠は，

以下のとおりのものと認められる。 15 

すなわち，乙３意匠は，本件意匠と同じく，略扁平直方体状のデータ記憶機（外

付け型DVDドライブ）に関する意匠である。 

しかし，乙３意匠において，平面及び正面に，一定の厚みの薄い１枚の板に見え

る形状の部分がないことは明らかである。このため，乙３意匠は，本件意匠の「プ

レート」に相当する構成を有しているとはいえない。なお，乙３意匠の左右の側面20 

には，これらが正面及び底面に各接続する二辺に沿う形で凹部が設けられている。

これをもって本件意匠の「溝部」に相当する構成ということはできるとしても，そ

の形状及び側面の各辺との間隔等から，正面及び底面に「プレート」というべき部

分が形成されているとの認識を生じさせるものとはいえない。 

また，平面には，右側に上下方向全体に及ぶ凹部が直線状に形成されている。他25 

方，正面には，右側に上下方向全体に及ぶ凹部が直線状に形成されているとともに，
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右上端に矩形状の突起部（イジェクトボタン）が存在する。このため，平面及び正

面は，いずれも平坦であるとはいえない。 

さらに，平面から正面へと繋がる角は略直角である。他方，平面から背面へと繋

がる角は，側面視円弧状に湾曲している（なお，正面から底面へと繋がる角は側面

視円弧状に湾曲しており，背面から底面へと繋がる角は略直角である。）。 5 

    (ｵ) 乙４意匠 

    証拠（乙４）及び弁論の全趣旨によれば，乙４意匠は，以下のとおりのも

のと認められる（本件意匠との対比の便宜上，乙４の説明（DESCRIPTION）に関

わらず，FIG.2を正面，FIG.3を背面，FIG.4を底面，FIG.5を平面，FIG.6を左側面，

FIG.7を右側面に関する図とし，平面側を上方向，底面側を下方向と見て論ずる。）。 10 

すなわち，乙４意匠は，本件意匠と同じく，略扁平直方体状のデータ記憶機（外

付け型ハードディスクボックス）に関する意匠であり，本体のほか，背面及び底面

の全幅と，正面の中央部分（左右方向全幅に渡り形成された横筋状の部分）及び平

面の中央部分（２つの湾曲した矢印模様が円形をなすように配置されている部材の

部分）を除く部分に渡り形成されたプレート，プレートと本体との間に設けられた15 

溝部から構成されている。 

しかし，正面は上記横筋状部分により，平面は上記中央部分により，いずれもプ

レートが分断されており，平面及び正面の全幅に渡り一定の厚みの薄い１枚の板に

見える形状の部分が形成されているとはいえず，また，平坦ともいえない。そうで

ある以上，乙４意匠には，本件意匠の「プレート」に相当する構成はない。 20 

さらに，乙４意匠の平面から正面へと繋がる角は側面視円弧状に湾曲しているも

のの，これのみならず，平面から背面も側面視円弧状に湾曲している（背面から底

面及び正面から底面へと繋がる角も，ともに側面視円弧状に湾曲している。）。 

    (ｶ) 乙５意匠 

    証拠（乙５）及び弁論の全趣旨によれば，乙５意匠は，以下のとおりのも25 

のと認められる。 
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すなわち，乙５意匠は，本件意匠と同じく，略扁平直方体状のデータ記憶機（ハ

ードディスクケース）に関する意匠である。 

しかし，乙５意匠において，溝部及びプレートと見ることのできる部分が存在し

ないことは明らかである。また，平面は略前面に渡って平坦であるものの，正面は，

上部の幅方向中央部に，「Power/アクセスランプ」の配置される部分として縦筋状5 

の部分が形成されており，平坦とはいえない。さらに，平面から正面へと繋がる角

は，平面から正面にかけて滑らかな円弧状の湾曲を形成するものではなく，正面の

上部が平面との接続部に向けて湾曲することで，その部分は側面視円弧状となって

いるものの，平面の部分はほとんど湾曲しておらず，小さく面取りがされていると

いえる程度である。平面から背面へと繋がる角も，小さく面取りがされているにと10 

どまり，略直角と見られる。 

    (ｷ) 乙６意匠 

    証拠（乙６）及び弁論の全趣旨によれば，乙６意匠は，本件意匠と同じく，

略扁平直方体状のデータ記憶機（携帯型HDD）に関する意匠であるものの，溝部及

びプレートと見ることのできる部分が存在しないことは明らかである。また，本体15 

部の各辺を繋ぐ角は，いずれも側面視円弧状に湾曲している。 

    (ｸ) 以上によれば，乙１意匠～乙４意匠は，いずれも，略扁平直方体状であ

る点では本件意匠と共通するものの，本件意匠の「プレート」に相当する構成を有

しない。そうである以上，「プレート」の存在を前提とする本件意匠の基本的構成

態様(A1)～(C1)のいずれとの関係でも，乙１意匠～乙４意匠を本件意匠に先行する20 

公知意匠ということはできない。この点は，乙５意匠及び乙６意匠を考慮に入れた

としても同様である。 

また，乙３意匠は，平面から正面へと繋がる角は略直角であり，平面から背面へ

と繋がる角は側面視円弧状に湾曲していることから，本件意匠の基本的構成態様

(C3)とは異なる構成態様を備えている。乙５意匠は，上記のとおり，平面から正面25 

へと繋がる角は，正面の上部が平面との接続部に向けて湾曲することで側面視円弧
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状となっているものと見られる点で，平面から正面にかけて滑らかな円弧状の湾曲

を形成する本件意匠における平面から正面へと繋がる角の構成とは明確に異なる。 

したがって，乙１意匠～乙６意匠は，本件意匠の要部を検討するに当たり，本件

意匠に先行するものとして考慮すべき公知の意匠ということはできない。この点に

関する被告の主張は採用できない。 5 

  エ 以上を踏まえると，需要者は，本件意匠の構成態様のうち，基本的構成

態様(A3)～(C3)に注目すると考えられるから，これをもって要部と見るのが相当で

ある。 

オ 被告の主張について 

この点について，被告は，需要者が通気口をデータの長期保存に寄与する構10 

造として重大な関心を持って観察し，デザイン上の特徴として見ること，本件意匠

の縦筋にはLEDが設けられ，使用状態において需要者の注意を惹くことなどを指摘

して，具体的構成態様(E3)をも本件意匠の要部に含めるべき旨を主張する。 

しかし，構成態様(E3)に係る開口部及び縦筋は，正面下端よりやや上の位置に形

成されており，位置的にも大きさの点でも，それ自体は必ずしも目立つものではな15 

い。とりわけ本件意匠を正面斜め上方（正面の左右斜め上方も含む。）から視認し

た場合，上記開口部等は更に視認し難くなり，角度によっては視認し得なくなる。 

 また，需要者が通気口の配置及び形状に関心を持つことはあるとしても（甲５，

１０，２２，乙７，１０），その程度は定かでない。原告製品，被告製品等の宣伝

広告を見ても，通気口に関して言及するものもあるものの，必ず言及があるわけで20 

はない（例えば，原告製品の紹介ページ（甲３）や製品パッケージ（甲２１）には，

通気口の配置及び形状については言及がない。）ことに鑑みると，むしろその関心

の程度は重大とまではいえず，購入及び使用に当たり考慮すべき要素の一つとして

関心を持つことがあり得るという程度にとどまると考えられる。 

 さらに，本件意匠において，上記縦筋にLEDランプを設けることは，そもそもそ25 

の構成に含まれていない。その点を措くとしても，データ記憶機の正面に電源ラン



34 

 

プを設けること自体は，本件意匠の意匠登録出願前の公知意匠に見られる構成であ

り（乙１意匠，乙２意匠，乙５意匠），本件意匠の意匠登録出願前の時点で，既に

ありふれた構成態様であったといえる。 

以上の事情を総合的に考慮すると，具体的構成態様(E3)については，需要者がこ

れに着目する度合いは限定的と考えるのが相当であり，これをもって本件意匠の要5 

部に含めることは相当でない。この点に関する被告の主張は採用できない。 

(6) 本件意匠と被告意匠の対比 

 ア 本件意匠の要部について 

 前記（(5)エ）のとおり，本件意匠の要部は基本的構成態様(A3)～(C3)すなわ

ち基本的構成態様の全てであるところ，これらの構成態様と被告意匠の基本的構成10 

態様(a3)～(c3)とは，本件意匠と被告意匠との共通点である。これらの共通点が意匠

全体の印象に与える影響は非常に強く，本件意匠と被告意匠とに接した需要者は，

両意匠から共通する印象を強く感じるといえる。 

 イ その他の共通点について 

 本件意匠の具体的構成態様(H3)と被告意匠の具体的構成態様(h3)とは，いず15 

れも，意匠に係る物品全体の輪郭に関するものであり，その使用態様に鑑みると，

需要者が容易に視認し得るものである。 

また，本件意匠の具体的構成態様(I3)と被告意匠の具体的構成態様(i3)は，本件意

匠の要部に含まれるプレートの平面から正面へと繋がる角に関するものであり，そ

の使用態様に鑑みると，意匠に係る物品（データ記憶機）を縦置き・横置きいずれ20 

とした場合を問わず，需要者が容易に視認し，その注意を惹かれる部分である。 

 したがって，これらの構成態様が共通していることは，本件意匠の要部に係る構

成態様が共通していることにより生じる両意匠の印象の共通性を一層強めるものと

いえる。 

 ウ 本件意匠と被告意匠の差異点について 25 

  (ｱ) 本件意匠の具体的構成態様(D3)及び(E3)と被告意匠の具体的構成態様
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(d3)及び(e3) 

  本件意匠の具体的構成態様(D3)及び(E3)と被告意匠の具体的構成態様(d3)及

び(e3)とは，いずれも意匠に係る物品（データ記憶機）の正面に設けられた構成であ

る上，本件意匠の要部に含まれるプレートにおける構成であることから，需要者の

注意を惹き，その視覚を通じた美感の形成に寄与する部分ではある。 5 

しかし，本件意匠の具体的構成態様(D3)と被告意匠の具体的構成態様(d3)に係る

差異点については，プレートの末端である正面下端から底面へと繋がる角周辺の形

態であるにすぎず，また，本件意匠の具体的構成態様(D3)における湾曲の程度等も，

面取りがされている程度の印象しか需要者に与えず，特徴的なものではない。この

ため，この差異点は，データ記憶機を縦置きした場合はもとより，横置きの場合も，10 

本件意匠と被告意匠とで異なる印象を需要者に与えるほどの差異とはいえない。 

 また，本件意匠の具体的構成態様(E3)と被告意匠の具体的構成態様(e3)に係る差異

点については，前記（(5)オ）のとおり，本件意匠の開口部及び縦筋が設けられた位

置は正面下端側であり，位置的にも大きさの点でも，必ずしも目立つものではない。

このため，この差異点は，上記と同じく，縦置き・横置きいずれの場合を問わず，15 

本件意匠と被告意匠とで異なる印象を需要者に与えるほどの差異とはいえない。 

ともに正面の下端側に存在するこれらの差異点を合わせて考慮したとしても，な

お同様である。 

これに対し，被告は，本件意匠の具体的構成態様(E3)の開口部及び縦筋は需要者

の注意を惹くなどと主張する。しかし，前記（(5)オ）のとおり，需要者がこれに着20 

目する度合いは限定的であり，この構成態様に係る差異点をもって，意匠全体の印

象に与える影響が大きいとはいえない。この点に関する被告の主張は採用できない。 

    (ｲ) 本件意匠の具体的構成態様(F3)と被告意匠の具体的構成態様(f3) 

    本件意匠の具体的構成態様(F3)は，意匠に係る物品（データ記憶機）の平

面に設けられた構成であるものの，横筋が設けられている位置は背面に近い側すな25 

わち正面から見た場合の後方側である上に，強い印象を与えるほどの太さもない１
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本の直線的な筋にすぎず，特徴的な形状でもない。 

 このため，本件意匠の具体的構成態様(F3)と被告意匠の具体的構成態様(f3)に係る

差異点は，需要者の注意を惹く程度は低く，意匠全体の印象に与える影響は強くな

い。 

    (ｳ) 本件意匠の具体的構成態様(G3)と被告意匠の具体的構成態様(g3) 5 

    被告意匠の具体的構成態様(g3)においては，斜線状の筋は本体側面の全面に

渡って平行に設けられており，需要者の注意を惹き，その視覚を通じた美感の形成

に寄与する部分ではある。 

 もっとも，上記斜線状の筋の一つ一つは細く，多数が規則的に平行に設けられて

おり，当該構成態様の部分を含め被告製品全体が一色で統一されていることとも相10 

まって，強く需要者の注意を惹く形状とまではいえない。 

また，当該部分は，正面視及び平面視によっては視認し得ないし，縦置きされた

被告製品の平面及び正面を左右の斜め方向から視認した場合，斜線状の筋の細さも

あって，視角が小さくなるにつれ視認し難くなるものと思われる。他方，被告製品

が横置きされた場合は，縦置きの場合と比較して当該部分を視認しやすくなるけれ15 

ども，前記（(5)イ）のとおり，この場合の需要者の注意を惹く程度については，縦

置きの場合に比してやや低く評価するのが相当である。 

そうすると，本件意匠の具体的構成態様(G3)と被告意匠の具体的構成態様(g3)に係

る差異点は，なお，意匠全体の印象に与える影響は強くないといえる。 

これに対し，被告は，被告意匠の側面につき，ざらざらとした印象を与える，光20 

の反射状態が変化するなどと主張する。しかし，仮にこうした被告の主張を前提と

しても，このような質感等の差異を生じる場合は限られており，なお意匠全体の印

象に与える影響は限定的なものにとどまる。そうである以上，この点に関する被告

の主張は採用できない。 

    (ｴ) 本件意匠の具体的構成態様(J3)と被告意匠の具体的構成態様(j3) 25 

    被告意匠の具体的構成態様(j3)における通気口は，その形状自体は何ら特徴



37 

 

的なものではなく，また，溝部に設けられているがゆえに，意匠全体の中ではむし

ろ目立たない場所に敢えて配置されているものと見られる。実際，正面視及び平面

視によってはこれを視認し得ない。本体側面を真横から側面視した場合は視認し得

るものの，縦置きの場合，正面の左右方向斜めからは，視角が小さくなるにつれ視

認し難くなり，更に斜め上方に視点が移るにつれて，視認し難さは徐々に増すもの5 

と思われる。他方，横置きの場合，正面の斜め上方に視角が大きくなるにつれて視

認しやすさが増すと思われるものの，そこから左右方向に視点が移るにつれて視認

し難さが増すことになる。また，前記(ｳ)のとおり，横置きの場合，縦置きの場合に

比して，需要者の注意を惹く程度についてやや低く評価するのが相当である。 

以上より，本件意匠の具体的構成態様(J3)と被告意匠の具体的構成態様(j3)に係る10 

差異点は，意匠全体の印象に与える影響は強くないといえる。 

    (ｵ) 本件意匠の具体的構成態様(K3)と被告意匠の具体的構成態様(k3) 

    被告意匠の具体的構成態様(k3)における通気口は，その形状自体は何ら特

徴的なものではなく，また，斜線状の筋に沿って形成されているために，意匠全体

の中ではむしろ目立たないことを意図して当該部分に配置されているものと見られ15 

る。そもそも，上記通気口が形成されている斜線状の筋に係る構成態様(g3)自体，前

記(ｳ)のとおり，強く需要者の注意を惹く形状とまではいえないことも踏まえると，

本件意匠の具体的構成態様(K3)と被告意匠の具体的構成態様(k3)に係る差異点も，

意匠全体の印象に与える影響は弱いといえる。 

これに対し，被告は，本件意匠の具体的構成態様(J3)と被告意匠の具体的構成態様20 

(j3)に係る差異点をも含め，データ記憶機の温度上昇の抑制に関心を示す需要者は通

気口に関心を示すなどと主張する。しかし，前記（(5)オ）のとおり，需要者が通気

口に関心を持つことはあるとしても，その程度は購入及び使用に当たり考慮すべき

要素の一つとして関心を持つことがあり得るという程度にとどまると考えられるこ

とから，この点に関する被告の主張は採用できない。 25 

    (ｶ) 本件意匠の具体的構成態様(L3)と被告意匠の具体的構成態様(l3) 
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    本件意匠の具体的構成態様(L3)と異なり，被告意匠においては，具体的構

成態様(l3)として，背面及び底面にプレートが形成されており，これらのプレートと

本体との間に溝部が設けられている。もっとも，前記（(5)イ）のとおり，縦置き・

横置きを問わず背面及び底面を視認する機会は需要者にとって必ずしも多くなく，

視認した場合もさほど強く注意を惹かれないと思われる。 5 

 また，平面及び正面のプレートと異なり，背面及び底面に形成されているプレー

トは，いずれも向かい合う本体側面の辺に沿って配置されており，その辺との間に

形成される溝部の幅の狭さと相まって，左右側面から視認する場合を除き，被告意

匠を視認する者において本体や溝部とは必ずしも明瞭に区別して把握されるものと

はいえない。 10 

 したがって，本件意匠の具体的構成態様(L3)と被告意匠の具体的構成態様(l3)に係

る差異点も，意匠全体の印象に与える影響は弱いというべきである。 

   エ 以上の事情を総合的に考慮すると，本件意匠と被告意匠と差異点は，そ

れ自体も，また，これらを組み合わせたとしても，そのもたらす印象をもって共通

点がもたらす印象を凌駕するということはできない。 15 

したがって，本件意匠と被告意匠とは，需要者の視覚を通じて起こさせる美感に

よれば，類似するというべきである。 

これに対し，被告は縷々主張するけれども，上記個別に言及したもの以外も含め，

いずれも採用できない。 

  (7) 小括 20 

以上より，被告による被告製品の製造，販売等の行為は，本件意匠権を侵害す

るものといえる。そうである以上，原告による被告製品の製造，販売等の差止請求

及び被告製品の廃棄請求は，いずれも認められる（なお，被告が被告製品の販売を

既に中止しているとしても，本件における被告の応訴態度に鑑みると，依然として

被告による本件意匠権侵害のおそれは認められる。）。 25 

なお，被告は，本件意匠権に基づく原告の被告製品の販売等差止請求につき，権
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利の濫用に当たるとも主張するけれども，以上によれば，その主張を採用する余地

はない。 

２ 争点２（被告製品のケースの製造，販売による侵害の成否）について 

(1) 直接侵害の成否 

原告は，被告による被告製品のケースの製造，譲渡は本件意匠権の直接侵害に5 

当たると主張する。 

 しかし，本件意匠権は，意匠に係る物品をデータ記憶機とするものであるところ，

被告製品のケースはデータ記憶機のケースにすぎないから，データ記憶機と同一又

は類似する物品と認めることはできない。 

 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。 10 

  (2) 間接侵害の成否 

 被告製品のケースが被告製品の製造にのみ用いられるものであること及び被告

がこれを製造，販売したことは，当事者間に争いがない。 

 また，前記１によれば，このケースを用いて製造される物（被告製品）の意匠で

ある被告意匠は，本件意匠と類似する。 15 

したがって，被告による被告製品のケースの製造，譲渡については，本件意匠権

の間接侵害（意匠法３８条１号）が成立する。 

３ 争点３（原告の損害の有無及び額）について 

便宜上，まず意匠法３９条２項に基づく損害について論ずる。 

 (1) 意匠法３９条２項に基づく損害について 20 

  ア 被告製品の売上額 

   (ｱ) 意匠法３９条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は，侵

害者の侵害品の売上高から，侵害者において侵害品を製造，販売することによりそ

の製造，販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額で

あり，その主張立証責任は意匠権者側にあるものと解される。 25 

(ｲ) 被告が平成２９年６月～令和元年６月の間に被告製品を５万２７０８台
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販売したことは，当事者間に争いがない。 

また，証拠（乙１５）及び弁論の全趣旨によれば，上記期間における被告製品の

合計売上額（税抜）は，合計４億５５１４万１８９９円と認められる（内訳は別紙

「損害一覧表（裁判所の認定）」の「売上額（税抜）」欄のとおり）。 

この点，被告は，上記期間における被告製品の合計売上額につき，乙１５の１の5 

「売単価」欄記載の額の合計額であると主張する。 

しかし，「売単価」欄は，その名称から，売却単価を記載したものと理解される。

子細に見ても，型番及びJANコードを同じくする製品で，「受注数」欄記載の受注

数が異なるものであっても，「売単価」欄記載の額は原則として同一である。すな

わち，例えば，型番及びJANコードが同一の伝票番号167017及び167018の各製品を10 

見ると，受注数は前者が１個，後者が２個とされているが，「売単価」欄記載の額

はいずれも８８００円とされている（受注数が１個の場合と５個の場合でも，同様

に「売単価」欄記載の額が同額という例もある。伝票番号374934及び374935）。同

一型番の製品であっても，伝票番号168810（２万６９００円）と169855（２万８５

００円）のように，「売単価」欄記載の額が異なる例はあるものの，２倍以上の開15 

きがある例は見当たらない。 

そうすると，乙１５の１の「売単価」欄記載の額は，売却単価を意味するにとど

まるものと理解されるのであって，その合計額をもって被告製品の合計売上額と見

ることに合理性はない。すなわち，「売単価」欄記載の額に「受注数」欄記載の受

注数を乗じた額をもって売上額と理解すべきである。この点に関する被告の主張は20 

採用できない。 

    (ｳ) また，消費税法基本通達５－２－５（「例えば，次に掲げる損害賠償金

のように，その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲

渡等の対価に該当することに留意する。…(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害

者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金」）に鑑みると，意匠法３９25 

条２項の「利益の額」は，消費税（８％。以下同じ）込の売上額をもとに算定すべ
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きである。これに反する被告の主張は採用できない。 

  イ 被告製品に係る経費の額 

   (ｱ) 被告製品の製造原価（仕入額） 

   証拠（乙１５）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品の仕入額は，売上額

の算定の場合と同様に，乙１５の１の「実原価」欄記載の額に「受注数」欄記載の5 

受注数を乗じたものの合計４億１０１３万５９３６円（税抜）と認められる。また，

これに消費税を加算することとなる。これに反する被告の主張は採用できない。 

   (ｲ) 被告主張の販売手数料等 

被告は，「利益の額」（意匠法３９条２項）算定に当たり控除すべき経費

として，さらに，販売手数料（乙１５の１の「販売手数料」欄記載のもの）を主張10 

する。 

しかし，乙１５の１の「販売手数料」欄記載の額は，いずれも「売単価」欄記載

の額の９％程度と見られ，そのような計算方法によること自体，これをもって被告

製品の製造，販売に直接関連して追加的に必要になった費用とは考え難いことをう

かがわせる。また，被告が「販売手数料」の内訳として挙げるものは，システム利15 

用料，出店料，成約手数料，ポイント付与原資，オプション料，広告掲載料，支払

システム利用料，広告宣伝メール配信手数料，保険料，口座決済手数料，ポイント

費用，代金引換回収費用，月額登録料，カスタマーサポート費用，クレジットカー

ド決済店舗管理費用，トランザクション従量課金費用，キャッシュバックキャンペ

ーン費用，クーポン広告料，クリック単位課金費用等であるところ，証拠（乙２２20 

～３３）を子細に見ると，定額のもの（例えば，乙２３の「プラン共通＿楽天ペイ

利用料」，「プラン共通＿商品一括登録サービス」等，乙２８の１の「請求書」の

「固定費用」欄記載の各項目，乙３１の「出店料」，乙３３の「GOODA情報掲

載」）が見受けられる。額が変動しているものも，一部に，商品カテゴリのレベル

で売上と手数料率が示されているものがあるものの（乙３１），これも含め，被告25 

製品との具体的な関係は証拠上全く不明というほかない。そうである以上，これら
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の費用は，いずれも，被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となったものと

はいえない。 

したがって，被告主張に係る「販売手数料」を「利益の額」算定に当たって控除

すべき経費とすることはできない。この点に関する被告の主張は採用できない。 

  ウ 被告製品についての小計 5 

以上より，被告製品に係る利益の額（税込）は４８６０万６４４１円と認め

られる。 

エ 被告製品のケースの売上額 

  被告製品のケースの販売数量が５万２７０８個であること，その売却単価が

０．８０１米ドルであることは，当事者間に争いがない。 10 

また，乙３８によれば，上記売却単価は税抜価格であると認められるところ，前

記ア(ｳ)のとおり，「利益の額」算定に当たっては，消費税込の売上額をもとにすべ

きである。 

為替レートについては，原告は１米ドル＝１０９．６１円（令和元年１２月１３

日のレート）を，被告は１０８．５７円（令和元年１１月２０日のレート）をそれ15 

ぞれ主張するところ，被告製品の販売期間の始期（平成２９年６月１日）のレート

が１米ドル＝１１０．９７円，終期（令和元年６月７日）のレートが同１０８．５

２円であること（裁判所に顕著な事実）をも踏まえると，原告主張に係る１米ドル

＝１０９．６１円に基づいて計算するのが相当である。 

これによると，被告製品のケースの売上額（税抜）は合計４６２万７６３６円と20 

なり，これに消費税額を加算することとなる。 

$0.801/個*52,708個*¥109.61/$=¥4,627,636 

  オ 被告製品のケースに係る経費の額 

  「利益の額」（意匠法３９条２項）の算定に当たり，被告製品のケースの売

上額からその仕入額を控除すべきこと，その１個当たりの仕入額が０．８米ドルで25 

あることは，当事者間に争いがない。 
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為替レートについては，当該ケースに係るものとして平成２９年５月２４日付け

～平成３１年４月１２日付け請求書が提出されていること（乙３７）などに鑑みる

と，売上額と同じく１米ドル＝１０９．６１円に基づいて計算するのが相当である。 

そうすると，被告製品のケースの仕入額（原価）は合計４６２万１８５９円と認

められる。 5 

$0.8/個*52,708個*￥109.61/$=¥4,621,859 

  カ 被告製品のケースについての小計 

以上より，被告製品のケースに係る利益の額は３７万５９８７円と認められ

る。 

  キ 推定覆滅事由の有無等 10 

   (ｱ) 「利益の額」（意匠法３９条２項）とは，原則として，侵害者が得た利

益全額であり，これについて「損害の額」として推定が及ぶものの，侵害者の側で，

侵害者が得た利益の一部又は全部について，意匠権者が受けた損害との相当因果関

係が欠けることを主張立証した場合には，その限度で上記推定は覆滅されるものと

解される。推定を覆滅させる事情としては，侵害者が得た利益と意匠権者が受けた15 

損害との相当因果関係を阻害する事情，例えば，意匠権者と侵害者の業務態様等の

相違（市場の非同一性），市場における競合品の存在，侵害者の営業努力（ブラン

ド力，宣伝広告），侵害品の性能（機能，性能等意匠以外の特徴）等が挙げられる。 

以下では，このような観点から，推定覆滅の有無及び程度について検討する。 

   (ｲ) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。 20 

    ａ 被告製品のパッケージ等 

被告製品１（甲２２の１，乙１６の８，１７の１），３（甲２２の３）

及び４（甲２２の４）の各パッケージは，販売会社名，ハードディスク容量等の記

載が一部異なるものの，基本的には同一内容の記載がされている。具体的には，右

側面（面の特定は甲２２に従う。本項において以下同じ。）には，右下に①製品を25 

縦置きした画像が掲載されるとともに，その上部に，「テレビ番組録画対応 パソ
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コンデータ保存」との記載並びに当該製品のハードディスク容量及び録画可能時間

の目安を記載したシールが貼付されているものもある。同じく右側面の左側には，

上から順に，②対応するOS及びUSB規格等，③大きな字での「つなぐだけで使える

／テレビ録画／PCデータ保存」（なお，「／」は改行を意味する。以下同じ。）と

の説明，④テレビ番組録画機能が対応しているテレビのメーカー及びブランド名が5 

記載されている。他方，左側面には，①の画像が右下に掲載されるとともに，その

上部に被告製品のエアフロー設計に関する説明及び製品の画像が置かれている。こ

れらの左側には，上から順に，②と同旨の記載，⑤大きな文字での③と同旨の説明，

⑥「USB3.0 転送速度がUSB2.0の約１０倍」との説明等が記載されている。さら

に，パッケージの正面には上から順に⑤，①，④が，背面には⑤，①，⑥が，それ10 

ぞれ記載等されている。 

また，被告製品２のパッケージ（甲２２の２）の右側面には，右下に①と同様の

画像が掲載され，その上部に当該製品のハードディスク容量に関する記載等がある。

同じ面の左側には，上から順に，「TV録画／PCデータ保存」，「USB3.0」との記

載及び転送速度の速さをUSB2.0と比較したグラフ，テレビ番組録画機能の対応機種15 

及び対応OSが記載されている。さらに，当該記載と製品画像の間に，「4K 2K対

応」との記載がある。 

さらに，被告製品１を紹介する被告のウェブサイトの「製品情報」（甲５）には，

上段左側に③及び②の記載があり，その右側に①と同様の画像が掲載されている。

中段には，上から順に，対応OS，対応ゲーム機等の機種名等が記載されると共に，20 

具体的な説明として，「USB3.0/UASPモード対応」により高速なデータ転送が可能

であること，「幅広いTV接続に対応」，「スタンドレス，背面LEDなどTV録画に

最適な設計」としてスタンドをなくしたことで縦置き・横置きいずれにも対応でき

ることなどが記載されている（甲５）。 

被告製品２の紹介ページ（甲７）には，販売価格と共に①と同様の画像が上段に25 

掲載されているほか，「商品説明」欄に「つなぐだけで使えるテレビ録画，PCデー
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タ保存」，「USB3.0接続で高速転送」，「PC環境連動機能搭載」，「独自のエア

フロー設計を採用」と記載されている。 

被告製品３の紹介ページ（甲１０）には，上段に大きく，「外付けハードディス

クドライブをお手頃価格で／つなぐだけで使える テレビ録画 PCデータ保存」，

「500GB～6TB／5,450円～」，「USB3.0／対応」，「UASPモード／対応」とい5 

った説明と共に①と同様の画像が掲載されている。その下部には，上から順に，や

や大きく「PC専門店アプライドだからできる／オリジナルの激安外付けHDD」との

記載，それより小さいフォントで「USB3.0接続で高速転送」，「PC環境連動機能

搭載」，「独自のエアフロー設計を採用」との各記載がされ，さらにその下には製

品パッケージの左右側面の画像が置かれている。 10 

被告製品４の紹介ページ（甲１５）には，上段左側に①と同様の画像が掲載され

ると共に，右側には，製品名のほか，「500GB USB3.0/USB2.0 PC・家電対応」，

「つなぐだけで使える！テレビ番組の録画のPCデータの保存も」といった記載及び

販売価格が記載されている。 

   ｂ 原告製品のパッケージ等 15 

   本件意匠の実施品である原告製品（HD-LBU2シリーズ）のパッケージ（甲

２１の１）には，以下の記載等がある（面の特定は甲２１の１に従う。本項におい

て以下同じ。なお，甲２１の２，２１の３についても，甲２１の１に対応させて特

定する。）。すなわち，右側面には，右側に縦置きした製品の画像が掲載されると

ともに，その画像に重なる円形部分に「LG／録画機能対応」，画像上部に「USB」，20 

下部に対応OSの記載がそれぞれ置かれている。右側面左側には，上から順に，「タ

テヨコ 自由自在!!」との記載，原告製品を縦置き・横置きした場合のイメージ画像

とともに「縦・横両用タイプ」及び「エアフロー／ファンレス設計」（ここでの

「／」は改行を意味しない。）との記載，最下部左側に①ハードディスク容量等，

右側に②動作確認済みの家電製品名の記載がされている。他方，左側面には比較的25 

詳細な製品説明が記載されており，「タテ置き・ヨコ置き自由自在」，「省エネル
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ギーで環境と家計にやさしい」，「データを安全に保存!!」「各種ソフトウェア満載

「Buffalo Tools」添付」といった項目が設けられている。さらに，正面には，上か

ら順に，「USB」との記載，「タテヨコ 自由自在!!」との記載，縦置きした製品の

画像，ハードディスク容量の記載が置かれている。平面には，中央部に「USB2.0 

＆ USB1.1」，右側に「USB」，「タテ置き・ヨコ置き 両対応」，「Buffalo 5 

Tools」等の記載がある。 

他の原告製品（HD-LBFU2シリーズ）のパッケージ（甲２１の２）の右側面には，

右側に製品の画像が掲載され，その上側には③「テレビ＆パソコン対応／外付ハー

ドディスク」，④「USB2.0」との記載が，その下側円形部分には「たくさんあるフ

ァイルの仕分けに ファイル整理の達人!!」等の記載がある。右側面左側には，⑤10 

「どちらも使える!!」，「テレビ／各メーカーのテレビに対応」，「パソコン／便利

なユーティリティー満載」等の記載及び①と同様の記載がある。他方，左側面には

比較的詳細な製品説明が記載されており，「置き方・せつぞく 自由自在!!」，

「ecoマネージャーで消費電力を約1/3に!!」，「さまざまなファイルの整理を効率的

に」，「ハードディスクの振動を抑える防振設計」，「各種ソフトウェア満載15 

「Buffalo Tools」添付」といった項目が設けられている。正面には，上から順に③，

④の各記載，横置きの製品の画像，⑤の記載，「テレビ パソコン」の記載及びハ

ードディスク容量の記載がある。平面には，左から順に，③の記載，製品の画像，

④の記載等がある。 

他の原告製品（HD-LBU3シリーズ）のパッケージ（甲２１の３）の右側面右側に20 

は，上から順に，⑥「USB3.0&2.0対応／外付ハードディスク」との記載，⑦

「USB3.0/2.0」との記載，縦置きの製品の画像，この画像下部に重なる位置に⑧

「省電力」との記載及び対応OSの記載がある。他方，左側には，上から順に，⑨

「USB2.0接続比／約4.2倍高速転送」との記載，横置きの製品の画像，「縦置き・

横置き両対応」との記載及び縦置き・横置きの製品イメージ画像，最下部左側に①25 

と同様の記載，右側に②と同様の記載がある。他方，左側面には比較的詳細な製品
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説明が記載されており，「USB3.0×「Buffalo Tools」で高速転送」，「スーパー

eco機能で環境と家計にやさしい」，「ハードディスクの振動を抑える防振設計」，

「タテ置き・ヨコ置き自由自在」，「便利なソフトウェア満載」といった項目が設

けられている。正面には，上から順に，⑥，⑦の各記載，製品の画像，⑨の記載が

あり，その下部左側に⑧の記載，右側に①と同様の記載がある。平面には，中央部5 

分に⑥の記載があり，右側には上から順に「Buffalo Tools」，「スーパーeco機能搭

載」，「タテ置き・ヨコ置き 両対応」の記載等がある。 

他の原告製品（「HD-LXU3D」シリーズ）のパッケージ（乙１７の１）の右側面

右側には，上から順に，ハードディスク容量の記載，縦置きした製品の画像，「信

頼の日本製」との記載がある。右側面左側には，上から順に，大きな文字で「自動10 

暗号化モード／情報漏えいを強固に防ぐ」との記載，それよりも小さな文字で「米

国政府も採用する／暗号化技術を採用」との記載，「USB3.0」，「転送速度

USB2.0の約１０倍」などとの記載がある。 

原告製品を紹介するウェブページやカタログのうち，まず，HD-LXU3Dシリーズ

の紹介ページ（甲３の１）では，最上段に「自動暗号化モードでセキュリティに強15 

い／冷却ファン＋エアフロー設計／＆防振設計のUSB3.0モデル」との記載が，縦置

きされた製品の画像と共に置かれている。その下部の機能紹介部分では，順に，故

障予測サービスへの対応，自動暗号化モードの搭載，ハードディスクを長持ちさせ

るための冷却ファンの装備，ファイル転送効率化ソフトウェアの搭載，省エネ機能，

タテ置き・ヨコ置き両対応であることなどが記載されている。当該シリーズに関す20 

る別のウェブページ（乙３５）にも，製品の特長として，上記機能紹介部分と同様

の機能紹介がされている。 

「HDX-LSU2/V」シリーズの紹介ページには，最上段に大きな文字で「静音＋省

エネ」，「長時間録画対応ハードディスク／大容量外付けタイプ」等の記載が，縦

置きされた製品の画像と共に置かれている。その下部の機能紹介部分では，順に，25 

「ハイビジョン録画で最大約７２０時間の録画が可能」，「スーパーecoで環境と家
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計にやさしい」，「かんたん接続マニュアル添付」，「置き方が選べる。タテ置き

・ヨコ置き両対応」などと記載されている（甲３の２）。 

「HDX-LSU2/VC」シリーズの紹介ページ（乙１０）には，最上段に大きな文字

で「キレイな画質で長時間録画／コレ１台で４台分の番組が／録画可能」との記載

が，横置きされた製品の画像と共に置かれている。その下部の機能紹介部分では，5 

順に，「ハイビジョン録画で最大約７２０時間の録画が可能」，「スーパーecoで環

境と家計にやさしい」との記載があるほか，製品を縦置き・横置きしたイメージ画

像と共に「置き方が選べる。タテ置き・ヨコ置き両対応」との記載があるとともに，

横置きした場合の厚みが指２本分であることが示されている。更にその下部には，

「エアフロー設計でしっかり放熱」との記載が，製品を縦置き・横置きした場合の10 

給排気方向を示すイメージ図と共に置かれ，続いて，「ファンレス設計でしっかり

静音」，「ハードディスクの振動を抑える防振設計」とも記載されている。 

原告製品（HD-LXU3Dシリーズ）のカタログ（乙２０）には，「自動暗号化でセ

キュリティに強い」，「HDDを長持ちさせる冷却用のファンを標準装備」との記載

がある。 15 

   ｃ 家電量販店でのデータ記憶機の陳列状況について 

証拠（乙１６の１～１６の７，１８の１）及び弁論の全趣旨によれば，家

電量販店で原告製品や被告製品を含むHDD製品が販売される際には，製品サンプル

が置かれると共に，パッケージについては，顧客からパッケージの右側面（前記ａ，

ｂでの特定に従う。）が明確に見えるように陳列される例が多いことがうかがわれ，20 

また，「HDDは『ギガ』単価で選ぶ！」との宣伝文句が付されることがあることが

認められる。 

   (ｳ) 検討 

ａ まず，前記１のとおり，本件意匠は，意匠登録出願前の公知意匠に

はない特徴的な構成態様（基本的構成態様(A3)～(C3)）をその要部として有するも25 

のであり，相応な程度の顧客吸引力を有するといってよい。このことは，本件意匠
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の実施品である原告製品がグッドデザイン賞を受賞し，「造形的には，シンプルで

あるが一つのコーナーを大きなアールとすることで，このシリーズの特徴となり，

バランスのよいデザインとしてまとまっている。また，同社の他のシリーズとのア

イデンティを感じさせるデザインである。」と評価されていること（乙１１）から

もうかがわれる。また，前記（(ｲ)ａ，ｂ）のとおり，被告製品及び原告製品のパッ5 

ケージ等には，製品自体の画像が掲載されており，これに接した需要者は，自ずと

本件意匠の要部に相当する製品の正面及び平面を形成するプレートに着目すること

になると推察される。 

そうである以上，本件意匠は，具体的な製品イメージの形成に直接関わるもので

あり，被告製品の売上に相応に貢献していると見るのが相当である。 10 

もっとも，原告製品及び被告製品が属する商品カテゴリであるデータ記憶機

（HDD製品）においては，需要者がこれを購入するに当たり，意匠のみならずその

機能面，具体的には，用途との関連におけるデータ容量，接続予定の機器との接続

可能性，データ転送速度，耐久性や静音性等も，重要な商品選択の要因となる（乙

４１～４３参照）。このことは，前記（(ｲ)ａ及びｂ）認定に係る被告製品や原告製15 

品のパッケージ等の記載内容からもうかがわれ，むしろ，機能面での特徴がこれら

の宣伝媒体における中心的な内容となっているといえる。顧客の商品レビュー（甲

７，２３，乙１８の２，１８の３）の内容を見ても，製品のデザイン性に言及する

ものもあるものの，機能に言及するものの方が相当多い。こうした事情に鑑みると，

需要者は，HDDの購入に際し，デザイン性と機能とでは，第一次的には機能を，第20 

二次的にデザイン性を考慮するものと見るのが適当である。 

もとより，販売価格も重要な商品選択の要因であることには多言を要しないとこ

ろ，需要者は，製品購入に当たり，当然，販売価格と自己の求める機能及びデザイ

ン性とのバランスを考慮することとなる。 

したがって，被告製品の需要者は，第一次的には製品の機能を，第二次的にデザ25 

イン性を，販売価格をも考慮に入れつつ評価し，その購入動機を形成するものと考
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えられる。そうすると，被告製品やそのケースに係る被告の利益の全てが，本件意

匠と類似する意匠である被告意匠に起因するものということはできない。すなわち，

上記事情は，侵害者である被告が得た利益と意匠権者である原告が受けた損害との

相当因果関係を阻害する事情として，相当程度考慮すべきである。これに反する原

告の主張は採用できない。 5 

ｂ これに対し，被告は，原告製品と被告製品とでは美感及び印象が全

く異なり，代替可能性がないと主張する。 

しかし，前記１のとおり，本件意匠と被告意匠とは類似するものであり，需要者

にとって美感及び印象が全く異なるということはできないから，この主張はそもそ

も前提を欠く。なお，被告は，被告製品には，原告製品と異なり白色のものもある10 

ことを指摘するけれども，複数色で商品展開していることの販売実績への影響は具

体的に明らかでない。その点を措くとしても，前記のとおり，商品選択におけるデ

ザイン性の考慮は第二次的なものと位置付けられることに鑑みると，仮に影響があ

るとしても，その程度は限定的なものにとどまると思われる。 

また，被告は，競合品ないし代替品となる同種のデータ記憶機が数多く販売され15 

ていることを指摘する。 

もとより，前記のとおり，第一次的には製品の機能が購入動機の形成要因となる

ことを考えると，機能面で原告製品及び被告製品と競合する他社のHDD製品が市場

に存在することは，被告製品の販売がなくなった場合に，必ずしもその売上に相当

する需要の全てが原告製品に向かうものではないことを意味する。そうである以上，20 

この点は推定覆滅事由として考慮する必要がある。もっとも， 証拠（乙１９）及び

弁論の全趣旨によれば，令和元年５月のベンダー販売実績において，原告は３４社

中１位（販売数量シェア４０．７６％，販売金額シェア４１．０３％，平均単価１

万０４１７円）であるのに対し，被告は１１位（販売数量シェア０．６６％，販売

金額シェア０．６２％，平均単価９８４１円）とされる。これを踏まえると，被告25 

製品に対する需要は，その販売がなくなった場合，むしろ相当程度原告製品に向か
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うものと考えるのが適当である。 

さらに，被告は，原告製品のうち「HD-LXU3D」シリーズについて，その自動暗

号化機能の点で被告製品と需要者が異なると指摘する。しかし，当該機能は，HDD

であることを前提としたいわば付加的な機能にすぎないから，当該機能の存在ゆえ

に需要者を異にするということはおよそできない。 5 

    ｃ 以上の事情を総合的に考慮すると，本件では，被告製品とそのケー

スに係る被告の利益について，７割の限度で意匠法３９条２項による推定が覆滅さ

れるとするのが相当である。これに反する原告及び被告の各主張はいずれも採用で

きない。 

  ク 意匠法３９条２項及び３項に基づく原告の損害額 10 

以上によれば，意匠法３９条２項に基づく原告の損害額は，１４６９万４７

１７円と認められる（詳細は別紙「損害一覧表（裁判所の認定）」参照。以下同

じ。）。 

他方，推定覆滅に係る部分については，同条２項に基づく推定が覆滅されるとは

いえ無許諾で実施されたことに違いはない以上，同条３項が適用されると解するの15 

が相当である。後記（(2)イ(ｴ)）のとおり，実施料率は５％として算定すべきと考え

られることから，当該覆滅部分につき，意匠の実施に対し原告が受けるべき金銭の

額（税込）は１７３７万９２７７円となる。そうすると，両者を合わせた額は，合

計３２０７万３９９４円となる。 

  (2) 意匠法３９条３項に基づく損害について 20 

   ア 被告製品の売上額 

   前記（(1)ア）のとおり，被告製品の売上額（税抜）は４億５５１４万１８９

９円であり，これに消費税を加算すると４億９１５５万３２５０円となる。なお，

意匠権実施許諾契約に基づき支払われる実施料も「資産の譲渡等」の対価に当たる

ことを踏まえると，意匠法３９条３項に基づく損害の額の算定に当たっても，消費25 

税を加算して算定するのが相当である。 
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  イ 実施に対し受けるべき金銭の額 

   (ｱ) 意匠法３９条３項の実施に対し受けるべき料率は，当該意匠の実際の実

施許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料

の相場等も考慮に入れつつ，当該意匠自体の価値，当該意匠を当該製品に用いた場

合の売上及び利益への貢献や侵害の態様，意匠権者と侵害者との競業関係や意匠権5 

者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合的に考慮して，合理的な料率を定めるべ

きである。また，その際，必ずしも当該意匠権についての実施許諾契約における実

施料率に基づかなければならない必然性はなく，意匠権侵害をした者に対して事後

的に定められるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施料率に比

べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。 10 

(ｲ) 本件意匠に係る実施許諾契約が締結されたことを認めるに足りる証拠は

ない。 

また，証拠（乙４５）及び弁論の全趣旨によれば，「特許権」の技術分類を器械

とする項目（対象となる製品・技術例には「情報記憶」が含まれている。）の「ロ

イヤルティ料率アンケート調査結果」として，特許の場合のロイヤルティ料率（全15 

体の件数は６４件）は，料率４～５％未満及び２～３％未満がそれぞれ２３．４％

と最も多く，料率３～４％未満が１８．８％，料率１～２％未満が１４．１％など

となっている。平均値は約３．５％，中央値は約３．３％程度と見られる。意匠権

と組み合わせた場合のロイヤルティ料率（全体の件数は２５件）は，料率１～２％

未満，２～３％未満，４～５％未満がそれぞれ６社と最も多く，料率３～４％未満20 

が３社，５～６％が２社，～１％未満，６～７％未満がそれぞれ１社であり，平均

値は約３．１％，中央値は約２．９％程度と見られる。 

(ｳ) 前記（(1)キ(ｳ)ａ）のとおり，被告製品の需要者は，第一次的には製品

の機能を，第二次的にデザイン性を，販売価格をも考慮に入れつつ評価し，その購

入動機を形成するものと見られることから，本件意匠ないしこれに類似する被告意25 

匠を用いた場合の売上及び利益への貢献の程度についても，これを踏まえて考察す
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る必要がある。他方，原告製品と被告製品はいずれもHDD製品であり，原告と被告

とは直接的な競業関係にあるから，仮に原告が被告に対し本件意匠に係る実施許諾

契約を締結するならば，その実施料率は高めに設定されるのが通常と思われる。 

(ｴ) 実施に対し受けるべき料率 

上記(ｲ)及び(ｳ)の事情に加え，意匠権侵害に基づく損害賠償請求の場面での5 

仮想実施料率の考察であることを総合的に考慮すると，本件において，意匠権侵害

をした者に対して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料率は５％を下

らないというべきである。 

(ｵ) 被告の主張について 

   被告は，被告製品は原告製品を模倣したものではなく，これらが混同され10 

るものでもないこと，原告製品と異なり開口部を備えないことを指摘して，損害の

発生はなく，仮に発生したとしても１％を上回らないなどと主張する。 

しかし，開口部の有無が本件意匠と被告意匠の差異点であることを踏まえても，

本件意匠と被告意匠が類似すること（前記１）に鑑みれば，損害が発生していない

ということはできず，また，開口部の有無という差異をもって，実施に対し受ける15 

べき料率を低く見るべき事情になるともいえない。 

したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。 

   (ｶ) 意匠法３９条３項に基づく原告の損害額 

以上によれば，意匠法３９条３項に基づき原告が請求し得る「受けるべき

金銭の額に相当する額」すなわち損害額は，２４５７万７６６２円と認められる。 20 

¥491,553,250*0.05=¥24,577,662 

  (3) 小括 

  以上によれば，意匠法３９条３項に基づく場合に比して，同条２項に基づく場

合（推定覆滅部分につき同条３項を適用した分を含む。）に算定される損害額が高

額となることから，本件においては，３２０７万３９９４円をもって原告の損害25 

（逸失利益）と認めるのが相当である。 
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 また，原告は，弁護士及び弁理士に委任して本件訴訟を提起し，追行してきたと

ころ，被告の意匠権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用相当

損害額は，３２０万７３８８円（各月の原告の逸失利益額の１割）と認めるのが相

当である。 

そうすると，原告の損害額は合計３５２８万１３８２円となる（内訳は別紙「損5 

害一覧表（裁判所の認定）」の「原告の損害額」欄のとおり）。 

 さらに，遅延損害金の起算日については，原告主張のとおり，月ごとに起算する

ことが相当である。そうすると，遅延損害金の起算日は，別紙「損害一覧表（裁判

所の認定）」の「原告の損害額」欄記載の各金額につき，これに対応する同「起算

日」欄記載の各日となる。 10 

 ４ まとめ 

 以上より，原告の請求は，主文の限度で理由があるから，その限度で認容し，そ

の余の請求は理由がないから，これを棄却することとする。なお，主文第１項及び

第２項については，仮執行の宣言を付すのは相当でないから，これを付さないこと

とする。 15 

 大阪地方裁判所第２６民事部 

 

 

 

裁判長裁判官 20 

                                

            杉     浦     正     樹 

 

 裁判官野上誠一及び同大門宏一郎は，異動のため署名押印することができない。 

 25 
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裁判長裁判官 

                                

            杉     浦     正     樹 

 5 
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別 紙 

物件目録 

 

１ 「SHELTER３．５インチ外付け用HDD（third）」シリーズのデータ記憶機

のうち、以下の型番の製品 

１－１  MAL3250EX3-BK 

１－２  MAL3320EX3-BK 

１－３  MAL3500EX3-BK 

１－４  MAL3640EX3-BK 

１－５  MAL3750EX3-BK 

１－６  MAL31000EX3-BK 

１－７  MAL31500EX3-BK 

１－８  MAL32000EX3-BK 

１－９  MAL33000EX3-BK 

１－１０ MAL34000EX3-BK 

１－１１ MAL35000EX3-BK  

１－１２ MAL36000EX3-BK 

１－１３ MAL38000EX3-BK 

１－１４ MAL310000EX3-BK 

１－１５ MAL312000EX3-BK 

１－１６ MAL3160EX3-WH 

１－１７ MAL3200EX3-WH 

１－１８ MAL3250EX3-WH 

１－１９ MAL3300EX3-WH 

１－２０ MAL3320EX3-WH 

１－２１ MAL3400EX3-WH 
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１－２２ MAL3500EX3-WH 

１－２３ MAL3640EX3-WH 

１－２４ MAL3750EX3-WH 

１－２５ MAL31000EX3-WH 

１－２６ MAL31500EX3-WH 

１－２７ MAL32000EX3-WH 

１－２８ MAL32500EX3-WH 

１－２９ MAL33000EX3-WH 

１－３０ MAL34000EX3-WH 

１－３１ MAL35000EX3-WH 

１－３２ MAL36000EX3-WH 

１－３３ MAL38000EX3-WH 

   １－３４ MAL3160EX3-BK 

１－３５ MAL3200EX3-BK 

１－３６ MAL3300EX3-BK 

１－３７ MAL3400EX3-BK 

２ 「ELSONIC」シリーズの型番を「EFBHDD2TBU3」とするデータ記憶機 

  （被告が付した型番：MAL32000EX3-BK） 

３ 「Fabox」シリーズのデータ記憶機のうち、以下の型番の製品 

３－１ FB3500EX3/BK-F 

（被告が付した型番：MAL3500EX3-BK） 

３－２ FB31000EX3/BK-F 

（被告が付した型番：MAL31000EX3-BK） 

３－３ FB32000EX3/BK-F 

（被告が付した型番：MAL32000EX3-BK） 

３－４ FB33000EX3/BK-F 
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（被告が付した型番：MAL33000EX3-BK） 

３－５ FB34000EX3/BK-F 

（被告が付した型番：MAL34000EX3-BK） 

３－６ FB35000EX3/BK-F 

（被告が付した型番：MAL35000EX3-BK） 

３－７ FB36000EX3/BK-F 

（被告が付した型番：MAL36000EX3-BK） 

４ 「maxzen」シリーズの型番を「HD-FT050」とするデータ記憶機  

  （被告が付した型番：MAL3500EX3-BK） 

以 上 

 


































































